
議案第１１０号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立市民健康文化センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 市民健康文化センター運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立市民健康文化センターの指定管理者を指定いたしたく、地方自治法

(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものであ

る。 

 

 



議案第１１０号関係資料(その１) 

 

市民健康文化センター運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市都市整備公社 

川崎市幸区堀川町５８０番地 

株式会社明治スポーツプラザ 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模

原市都市整備公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

株式会社明治スポ

ーツプラザ 

平成２年７月５日   設立 

※ 公益財団法人相模原市都市整備公社は、公益財団法人相模原市みどりの協

会との間で、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市

都市整備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 

３ 規模  

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原市

都市整備公社 

役 員      １１名 

職 員   １２７名 

基本財産 

２，０００千円 

株式会社明治スポーツ

プラザ 

役 員      ９名 

従業員     ２１９名 

資本金 

１，３７５，９５５千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備 



 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備

に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

株式会社明治ス

ポーツプラザ 

ア プール、ジム、スタジオ、ゴルフ練習場等のスポーツ

施設・レジャー施設の経営 

イ スポーツ施設・レジャー施設及びその経営に関するコ

ンサルタント業務 

ウ スポーツ施設・レジャー施設の管理受託業務 

エ 運動プログラムの提供及び指導 

オ 食堂喫茶の経営 

カ 各種菓子及び牛乳、乳製品、清涼飲料水等の食料品の

販売 

キ スポーツ用品、旅行用バック等のレジャー用品、書籍

及び日用雑貨の販売 

ク スポーツトレーニング器具類の販売 

ケ 不動産の賃貸及び管理 

コ アからケまでの業務に関連又は附随する事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

 

 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 相模原市立市民健康文化センターの指定管理者(平成

１８年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者(平

成１８年４月から現在に至る。) 

ウ 相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館及び

相模原北公園スポーツ広場の指定管理者(平成１８年４

月から現在に至る。) 

エ 相模原市体育館の指定管理者(平成１８年４月から現

在に至る。) 



※ イについては、共同企業体の構成員としての指定管理

者(平成２１年４月から) 

株式会社明治ス

ポーツプラザ 

ア 川崎市幸スポーツセンターの指定管理者(平成１８年

４月から現在に至る。) 

イ 川崎市石川記念武道館の指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。) 

ウ 木更津市健康増進センターの指定管理者(平成１９年

４月から現在に至る。) 

エ 川崎市堤根余熱利用市民施設及び川崎市王禅寺余熱利

用市民施設の指定管理者(平成２１年４月から現在に至

る。) 

 



議案第１１０号関係資料(その２) 

 

   相模原市立市民健康文化センターの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  市民健康文化センター運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理

者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２０日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月１８日(参加数 １２団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月３日から同年８月２日まで(申請数 ４団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

三幸株式会社 東京都千代田区大手町２丁目６番２号  

住友不動産エスフォルタ・日

本メックス共同事業体 

東京都新宿区西新宿２丁目６番１号 

報徳・明治管財グループ 小田原市堀之内４５８番地 

（４）選考 

平成２５年１０月１０日に、申請のあった４団体による提案説明会を公開で

実施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立市民健康文化センター

指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が

評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 



委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、民間事業者１名、市職員２

名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ ２０ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３６ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３２ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ４０ 

管理に必要な人員の配置 ２０ １７ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３４ 

収支計画  ４０ ２６ 

小 計 ２８０ ２３９ 

管理を行う能力  

内 

訳 
申請団体の経営状況  ２０ １５ 

組織・人員体制  ２０ １９ 

雇用及び労働条件  ２０ １７ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制  

 
予防方法・システム体制 ４０ ４０ 

事後対応・人的体制 ４０ ３６ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １４ 

公共性への取組  ２０ ２０ 

法令等の遵守  ２０ １６ 

小 計  ２２０ １９５ 

小 計 ５００ ４３４ 

経費削減に対する評価 ２５ ２ 

合 計 ５２５ ４３６ 



    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

三幸株式会社 

評価基準に基づく評価 ３８６ 

経費削減に対する評価   ６ 

合 計 ３９２ 

住友不動産エスフォルタ・日本メ

ックス共同事業体 

評価基準に基づく評価 ３８１ 

経費削減に対する評価   ８ 

合 計 ３８９ 

報徳・明治管財グループ 

評価基準に基づく評価 ３３０ 

経費削減に対する評価  ２１ 

合 計 ３５１ 

（ウ）申請のあった４団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

市民健康文化センター運営共同企業体 ８３．０ 

三幸株式会社 ７４．６ 

住友不動産エスフォルタ・日本メックス共同事業体 ７４．０ 

報徳・明治管財グループ ６６．８ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 



議案第１１１号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立北市民健康文化センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 北市民健康文化センター運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者を指定いたしたく、地方自治

法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するもので

ある。 

 

 



議案第１１１号関係資料(その１) 

 

北市民健康文化センター運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市都市整備公社 

東京都江東区大島１丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープライズ 

相模原市中央区中央３丁目１２番３号 

さがみビルメンテナンス協同組合 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模

原市都市整備公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

株式会社フクシ・

エンタープライズ 

昭和５８年４月２７日 設立 

さがみビルメンテ

ナンス協同組合 

平成２年１月１９日  設立 

  ※ 公益財団法人相模原市都市整備公社は、公益財団法人相模原市みどりの協

会との間で、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市

都市整備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 

３ 規模  

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原市

都市整備公社 

役 員      １１名 

職 員     １２７名 

基本財産 

２，０００千円 

株式会社フクシ・エン

タープライズ 

役 員      ８名 

従業員     ７５０名 

資本金 

３０，０００千円 



さがみビルメンテナン

ス協同組合 

役 員    １１名 

従業員     ８７３名 

出資総額 

７，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備

に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備

に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

株 式 会 社 フ ク

シ・エンタープ

ライズ 

ア 各種スポーツ施設(プール、トレーニング室、体育

館、グラウンド、温浴施設等)の管理・運営 

イ スポーツ施設に関するコンサルティング業務 

ウ 各種スポーツ教室・講習会の企画・指導  

エ 競技会の企画・運営及びレクリエーション活動各種の

指導 

オ 各種スポーツ用品及び用具の販売 

カ 運動機器等の保守点検業務 

キ 警備業(受付・電話交換業務を含む。) 

ク 各種イベント企画・運営  

ケ 道路・公園・建築物の清掃 

コ 建物設備(エレベーター・電気・冷暖房機器・冷凍

機・空調設備)の保守・点検 

 

ア 組合員の取り扱うビルメンテナンス業務その他の建物

サービス業、建築物に関する警備業務及び不動産に係る

管理業務の共同受注 

イ 組合員のためにする公の施設の管理運営に関する事業 

ウ 組合員のためにする人材派遣に関する事業 

エ 組合員のためにする職業紹介に関する事業 



さがみビルメン

テナンス協同組

合 

オ 組合員の取り扱う資材、消耗品等の共同購買 

カ 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組

合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の

提供 

キ 組合員の福利厚生に関する事業 

ク 組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るため

の新商品又は新技術の研究開発又は需要の開拓 

ケ 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締

結    

コ アからケまでの事業に附帯する事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者(平

成１８年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市立市民健康文化センターの指定管理者(平成

１８年４月から現在に至る。) 

ウ 相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館及び

相模原北公園スポーツ広場の指定管理者(平成１８年４

月から現在に至る。) 

エ 相模原市体育館の指定管理者(平成１８年４月から現

在に至る。) 

※ アについては、共同企業体の構成員としての指定管理

者(平成２１年４月から) 

 ア 相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者(平

成２１年４月から現在に至る。) 

イ 長野市営真島総合スポーツアリーナの指定管理者(平

成１８年４月から現在に至る。) 

ウ 足立区立千寿本町小学校温水プールの指定管理者(平

成２１年４月から現在に至る。) 

エ 大田区立東調布公園水泳場の指定管理者(平成２４年

４月から現在に至る。) 

 

株 式 会 社 フ ク

シ・エンタープ

ライズ 



※ ア、ウ及びエについては、共同企業体の構成員として

の指定管理者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１１１号関係資料(その２) 

 

   相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  北市民健康文化センター運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管

理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２０日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月１８日(参加数 １３団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月３日から同年８月２日まで(申請数 ２団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

報徳・明治管財グループ 小田原市堀之内４５８番地 

（４）選考 

平成２５年１０月１０日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で

実施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立北市民健康文化センタ

ー指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員

が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、民間事業者１名、市職員２

名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 



（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ ２０ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３８ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３４ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ４０ 

管理に必要な人員の配置 ２０ １６ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３６ 

収支計画  ４０ ２８ 

小 計 ２８０ ２４６ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ １３ 

組織・人員体制  ２０ １９ 

雇用及び労働条件  ２０ １７ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制  

 
予防方法・システム体制 ４０ ３８ 

事後対応・人的体制 ４０ ３６ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １５ 

公共性への取組  ２０ １９ 

法令等の遵守  ２０ １５ 

小 計  ２２０ １９０ 

小 計 ５００ ４３６ 

経費削減に対する評価 ２５ １ 

合 計 ５２５ ４３７ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 



     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

報徳・明治管財グループ 

評価基準に基づく評価 ３２６ 

経費削減に対する評価 １２ 

合 計 ３３８ 

（ウ）申請のあった２団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

北市民健康文化センター運営共同企業体 ８３．２ 

報徳・明治管財グループ ６４．３ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 



議案第１１２号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市民会館 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

  名 称 ギオン・アクティオ・ウイッツグループ 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市民会館の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律

第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１１２号関係資料(その１) 

 

ギオン・アクティオ・ウイッツグループの概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

株式会社ギオン 

東京都目黒区下目黒１丁目１番１１号目黒東洋ビル４階 

アクティオ株式会社 

相模原市中央区相模原４丁目７番１０号エス・プラザビル１Ｆ 

株式会社ウイッツコミュニティ 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

株式会社ギオン 

昭和４７年５月２０日 設立 

平成１３年１月５日  園興業株式会社から株式会社

ギオンに改称 

アクティオ株式会

社 

昭和６２年２月２７日 設立 

株式会社ウイッツ

コミュニティ 

平成３年２月２８日  設立 

平成１４年１０月１日 株式会社アポロコミュニティか

ら株式会社ウイッツコミュニテ

ィに改称 

３ 規模  

構成員 従業員数等 資本金 

株式会社ギオン 
役 員       ５名 

従業員 １，４４４名 

４６，７２０千円 

アクティオ株式会社 
役 員      ７名 

従業員     ９９０名 

９９，０００千円 

株式会社ウイッツコミ

ュニティ 

役 員      ５名 

従業員   １５５名 

５０，０００千円 

４ 事業概要等 



（１）事業概要 

構成員 事業概要 

株式会社ギオン 

ア 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を含

む。) 

イ 貨物利用運送事業 

ウ 倉庫業及び配送センター管理運営業 

エ 産業廃棄物の収集、運搬及び処理業 

オ 一般廃棄物の収集及び運搬業 

カ 映像音響機器及び周辺機器の開発、製作及び販売業 

キ 搬送装置製造販売 

ク 公共施設の維持・管理に関する事業の受託 

ケ 警備業 

コ 清掃業 

アクティオ株式

会社 

ア 指定管理者制度に基づく公の施設の管理受託 

イ 美術館、博物館等文化施設の案内、受付、誘導等運営

に関する請負業務 

ウ 博覧会、展覧会、展示会、見本市、各種会議及び行催

事の調査、企画立案及び実施運営 

エ 都市計画、都市再開発及び緑化工事の設計管理の受託

業務 

オ 文化、スポーツ等の催事の企画、制作並びにその運営

及び実施 

カ 商品開発及びその販売促進に関する企画及び実施 

キ 特定労働者の派遣及び一般労働者の派遣業務 

ク 商品の販売のための企業内社員教育及び訓練の企画及

び実施 

ケ 総合警備保障業務 

コ ビルメンテナンス業務 

 

ア ビル清掃業及びビル警備 

イ 建物管理業 

ウ 建物美装及び建物総合清掃 



 

株式会社ウイッ

ツコミュニティ 

エ 電気工事及び電気設備保守 

オ 消防施設工事 

カ 営繕工事、管工事及び建築工事 

キ 建築資材、建物清掃用機械器具及び消耗品の販売 

ク 浄化槽保守 

ケ 貯水槽清掃及び保守 

コ 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

株式会社ギオン 

ア 相模原麻溝公園競技場及び相模原麻溝公園スポーツ広

場の指定管理者(平成２４年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車場

を除く有料自転車駐車場１４施設の指定管理者(平成２４

年４月から現在に至る。) 

ウ 相模原市営自動車駐車場５施設の指定管理者(平成２４

年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市営自動車駐車場(相模大野駅西側自動車駐車

場)の指定管理者(平成２５年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

アクティオ株式

会社 

ア 西条市総合文化会館及び西条市丹原文化会館の指定管

理者(平成１８年９月から現在に至る。) 

イ 岩国市民会館の指定管理者(平成２１年４月から現在

に至る。) 

ウ 神奈川県立相模湖交流センターの指定管理者(平成２３

年４月から現在に至る。) 

エ 野田市野田公民館及び野田市中央コミュニティ会館の

指定管理者(平成２３年４月から現在に至る。) 

※ エについては、共同企業体の構成員としての指定管理

者 

 

 

ア 相模原市市営住宅(３４施設)の指定管理者(平成１８

年４月から平成２１年３月まで) 



 

株式会社ウイッ

ツコミュニティ 

 

 

 

イ 相模原市市営住宅(大野台住宅)の指定管理者(平成１９

年４月から平成２１年３月まで) 

ウ 相模原市市営住宅(７０施設)の指定管理者(平成２１

年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市市営住宅(南台団地)の指定管理者(平成２２

年４月から現在に至る。) 

オ 相模原市市営住宅(並木団地)の指定管理者(平成２３

年４月から現在に至る。) 

カ 相模原市市営住宅(内郷住宅)の指定管理者(平成２３

年１２月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 

 

 



議案第１１２号関係資料(その２) 

 

   相模原市民会館の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  ギオン・アクティオ・ウイッツグループ(以下「候補団体」という。)を指定管

理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月１７日まで 

イ 説明会 平成２５年６月１７日(参加数 １８団体) 

ウ 現地見学会 平成２５年６月２１日(参加数 ６団体) 

エ 申請の受付 平成２５年７月１６日から同年８月１６日まで(申請数 ３

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

公益財団法人相模原市民文化

財団 

相模原市南区相模大野４丁目４番１号 

株式会社ＪＴＢコミュニケー

ションズ 

東京都品川区上大崎２丁目２４番９号 

（４）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった３団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、同日及び同月２３日に開催された相模原市文化施設指定

管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価



基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(有識者１名、公認会計士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡   

評価項目 配点 得点 

 
 
 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 
訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ４０ ３４ 

市民サービス水準の確保 ３０ ２０ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３２ 

管理に必要な人員の配置 ２０ １４ 

年間事業計画の理念・内容  

 

 

優れた芸術を鑑賞する機会の提  

供 
４０ ３０ 

文化に親しむ機会の提供 ４０ ３０ 

団体独自の発想に基づく提案 ３０ ２２ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ３０ ２２ 

地域や他団体との連携 ２０ １８ 

収支計画 ３０ １６ 

小 計 ３２０ ２３８ 

管理を行う能力  

 
 
 
 
 

内 

訳 

申請団体の経営状況 ２０ １６ 

組織・人員体制 ２０ １３ 

雇用及び労働条件 ２０ １３ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １４ 

公共性への取組 ２０ １６ 

法令等の遵守 ２０ １２ 



小 計  １８０ １３２ 

小 計 ５００ ３７０ 

経費削減に対する評価 ２５ ２ 

合 計 ５２５ ３７２ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

公益財団法人相模原市民文化財団 

評価基準に基づく評価 ３６６ 

経費削減に対する評価   ０ 

合 計 ３６６ 

株式会社ＪＴＢコミュニケーショ

ンズ 

評価基準に基づく評価 ３５５ 

経費削減に対する評価  １ 

合 計 ３５６ 

（ウ）申請のあった３団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

ギオン・アクティオ・ウイッツグループ ７０．８ 

公益財団法人相模原市民文化財団 ６９．７ 

株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ ６７．８ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 



議案第１１３号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市文化会館、相模原南市民ホール及び相模原市立小田急相模原駅文化

交流プラザ 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市南区相模大野４丁目４番１号 

  名 称 公益財団法人相模原市民文化財団 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市文化会館、相模原南市民ホール及び相模原市立小田急相模原駅文化交

流プラザの指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)

第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１１３号関係資料(その１) 

 

公益財団法人相模原市民文化財団の概要 

 

１ 設立年月日等 

平成元年４月２８日 設立 

平成２３年４月１日 公益財団法人に移行 

２ 規模 

（１）職員数等 役員１１名、職員４３名  

（２）基本財産 １００，０００，０００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 市民の生活文化及び芸術文化の振興に関する事業 

イ 文化情報の収集及び提供に関する事業 

ウ 文化の振興に係る調査及び研究に関する事業 

エ 文化施設等の管理運営事業 

オ その他公益目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原市文化会館、相模原市民会館、相模原南市民ホール及び杜
もり

のホール

はしもとの指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザの指定管理者(平成２１年４月

から現在に至る。) 

 

  



議案第１１３号関係資料(その２) 

 

   相模原市文化会館、相模原南市民ホール及び相模原市立小田急相模原駅 

文化交流プラザの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  公益財団法人相模原市民文化財団(以下「候補団体」という。)を指定管理者と

して選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準をおおむね満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価

したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月１７日まで 

イ 説明会 平成２５年６月１７日(参加数 １８団体) 

ウ 現地見学会 

  （ア）相模原市文化会館 平成２５年６月１７日(参加数 １６団体) 

（イ）相模原南市民ホール 平成２５年６月１９日(参加数 ５団体) 

（ウ）相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザ 平成２５年６月１９日(参

加数 ３団体) 

エ 申請の受付 平成２５年７月１６日から同年８月１６日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、同日及び同月２３日に開催された相模原市文化施設指定管

理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基



準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(有識者１名、公認会計士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

 
 
 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ４０ ３８ 

市民サービス水準の確保 ３０ ２４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４ 

管理に必要な人員の配置 ２０ １６ 

年間事業計画の理念・内容  

 優れた芸術を鑑賞する機会の提

供 
４０ ３２ 

文化に親しむ機会の提供 ４０ ３０ 

団体独自の発想に基づく提案 ３０ １４ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ３０ ２４ 

地域や他団体との連携 ２０ ２０ 

収支計画 ３０ ２０ 

小 計 ３２０ ２５２ 

管理を行う能力  

 
 

内 

訳 

申請団体の経営状況 ２０ １８ 

組織・人員体制 ２０ １７ 

雇用及び労働条件 ２０ １５ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３２ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １５ 

公共性への取組 ２０ ２０ 

法令等の遵守 ２０ １６ 



  小 計  １８０ １５１ 

小 計 ５００ ４０３ 

経費削減に対する評価 ２５ ０ 

合 計 ５２５ ４０３ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、７６．７

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１１４号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  杜
もり

のホールはしもと及び相模原市立城山文化ホール 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市南区相模大野４丁目４番１号 

  名 称 公益財団法人相模原市民文化財団 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

杜
もり

のホールはしもと及び相模原市立城山文化ホールの指定管理者を指定いたし

たく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により

提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１１４号関係資料(その１) 

 

公益財団法人相模原市民文化財団の概要 

 

１ 設立年月日等 

平成元年４月２８日 設立 

平成２３年４月１日 公益財団法人に移行 

２ 規模 

（１）職員数等 役員１１名、職員４３名  

（２）基本財産 １００，０００，０００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 市民の生活文化及び芸術文化の振興に関する事業 

イ 文化情報の収集及び提供に関する事業 

ウ 文化の振興に係る調査及び研究に関する事業 

エ 文化施設等の管理運営事業 

オ その他公益目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原市文化会館、相模原市民会館、相模原南市民ホール及び杜
もり

のホール

はしもとの指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市立小田急相模原駅文化交流プラザの指定管理者(平成２１年４月

から現在に至る。) 



議案第１１４号関係資料(その２) 

 

   杜
もり

のホールはしもと及び相模原市立城山文化ホールの指定管理者の選考 

について 

 

１ 選考理由 

  公益財団法人相模原市民文化財団(以下「候補団体」という。)を指定管理者と

して選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月１７日まで 

イ 説明会 平成２５年６月１７日(参加数 １８団体) 

  ウ 現地見学会 

  （ア）杜
もり

のホールはしもと 平成２５年６月２５日(参加数 ８団体) 

（イ）相模原市立城山文化ホール 平成２５年６月２５日(参加数 ７団体) 

エ 申請の受付 平成２５年７月１６日から同年８月１６日まで(申請数 ２

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

相鉄エージェンシー・清光

社・神奈川共立共同企業体 

横浜市神奈川区栄町５番地１ 

（４）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、同日及び同月２３日に開催された相模原市文化施設指定



管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価

基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(有識者１名、公認会計士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

 
 
 
 
 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 
訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ４０ ３８ 

市民サービス水準の確保 ３０ ２２ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４ 

管理に必要な人員の配置 ２０ １６ 

年間事業計画の理念・内容  

 

 

優れた芸術を鑑賞する機会の提  

供 
４０ ３２ 

文化に親しむ機会の提供 ４０ ３２ 

団体独自の発想に基づく提案 ３０ １８ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ３０ ２２ 

地域や他団体との連携 ２０ ２０ 

収支計画 ３０ ２０ 

小 計 ３２０ ２５４ 

管理を行う能力  

 
 
 
 
 
 

内 

訳 

申請団体の経営状況 ２０ １８ 

組織・人員体制 ２０ １７ 

雇用及び労働条件 ２０ １５ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３２ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １５ 

公共性への取組 ２０ ２０ 



法令等の遵守 ２０ １６ 

小 計  １８０ １５１ 

小 計 ５００ ４０５ 

経費削減に対する評価 ２５ ０ 

合 計 ５２５ ４０５ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

相鉄エージェンシー・清光社・神

奈川共立共同企業体 

評価基準に基づく評価 ３６３ 

経費削減に対する評価  ０ 

合 計 ３６３ 

（ウ）申請のあった２団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

公益財団法人相模原市民文化財団 ７７．１ 

相鉄エージェンシー・清光社・神奈川共立共同企業体 ６９．１ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 



議案第１１５号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立男女共同参画推進センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区田名１８７９番地２ 

  名 称 特定非営利活動法人男女共同参画さがみはら 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立男女共同参画推進センターの指定管理者を指定いたしたく、地方自

治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するもの

である。 

 

 

 

 



議案第１１５号関係資料(その１) 

 

特定非営利活動法人男女共同参画さがみはらの概要 

 

１ 設立年月日 

平成１５年１０月１０日 

２ 規模 

（１）職員数等 役員２１名、職員１７名  

（２）資産の総額 １，６４３，６３７円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 男女共同参画社会を目指した意識啓発事業 

 イ 男女共同参画に関する研究及び情報の収集・提供事業 

ウ 男女共同参画を目指す団体の活動及びネットワーク支援事業 

エ 男女共同参画を推進する施設の管理運営事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

相模原市立男女共同参画推進センターの指定管理者(平成１６年４月から現

在に至る。) 

 

 



議案第１１５号関係資料(その２) 

 

   相模原市立男女共同参画推進センターの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  特定非営利活動法人男女共同参画さがみはら(以下「候補団体」という。)を指

定管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   男女共同参画社会の実現を図ることを目的として設立された市内に活動の本

拠となる事務所を有する法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

イ 説明会 平成２５年６月２０日(参加数 １団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月８日から同年８月９日まで(申請数 １団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月１１日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立男女共同参画推進センタ

ー指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員

が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(有識者１名、公認会計士１名、市職員２名)

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 



評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ２０ ２０ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３６ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ２６ 

年間事業計画の理念・内容  

 普及啓発に関する事業 ２０ １９ 

 その他事業 ２０ １８ 

団体独自の発想に基づく提案 ４０ ４０ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ４０ ３４ 

収支計画 ４０ ２８ 

小 計 ３００ ２５１ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況 ４０ ２０ 

組織・人員体制 ２０ １４ 

雇用及び労働条件 ２０ １５ 

申請団体の事業実績 ２０ ２０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １４ 

公共性への取組 ２０ ２０ 

法令等の遵守 ２０ １２ 

小 計 ２００ １４５ 

小 計 ５００ ３９６ 

経費削減に対する評価 ２５ ０ 

合 計 ５２５ ３９６ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 



（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、７５．４

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１１６号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

相模原市立あじさい会館、相模原市立あじさい会館南分室及び相模原市立あじ

さい会館緑分室 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目１番２０号 

  名 称 社会福祉法人相模原市社会福祉協議会 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立あじさい会館、相模原市立あじさい会館南分室及び相模原市立あじ

さい会館緑分室の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１１６号関係資料(その１) 

 

社会福祉法人相模原市社会福祉協議会の概要 

 

１ 設立年月日 

昭和４４年１月２９日  

２ 規模 

（１）職員数等 役員１７名、職員４６名  

（２）基本財産 １１，０００，０００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

イ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

ウ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助

成 

エ アからウまでのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るため

に必要な事業 

オ 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

カ 共同募金事業への協力 

キ ボランティア活動の振興を目的とする事業の企画及び実施 

ク 日常生活自立支援事業 

ケ 成年後見事業 

コ 高齢者家事援助事業 

サ ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業 

シ 福祉車両等運行事業 

ス 福祉機器展示室の運営 

セ 保健と福祉のライブラリーの運営 

ソ その他この法人の目的達成のため必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原市立あじさい会館及び相模原市立あじさい会館南分室の指定管理者

(平成１８年４月から現在に至る。) 



イ 相模原市立あじさい会館緑分室の指定管理者(平成２５年３月から現在に

至る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１１６号関係資料(その２) 

 

   相模原市立あじさい会館、相模原市立あじさい会館南分室及び相模原市 

立あじさい会館緑分室の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  社会福祉法人相模原市社会福祉協議会(以下「候補団体」という。)を指定管理

者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い得点

(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月２１日(参加数 １団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月８日から同年８月９日まで(申請数 １団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月１１日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立市民福祉会館指定管理者

選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準に

基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、相模原市老人クラブ連合会

役員１名、市職員２名) 計５名  

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 



評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １９ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３０ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３０ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３２ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ２８ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３４ 

収支計画  ４０ ３２ 

小 計 ３００ ２３９ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ ２０ 

組織・人員体制  ２０ １５ 

雇用及び労働条件  ２０ １８ 

申請団体の事業実績 ４０ ３６ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ２８ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １３ 

公共性への取組  ２０ １８ 

法令等の遵守  ２０ １６ 

小 計  ２００ １６４ 

小 計 ５００ ４０３ 

経費削減に対する評価 ２５ ０ 

合 計 ５２５ ４０３ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、７６．７

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１１７号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区松が丘１丁目２３番１号 

  名 称 社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館の指定管

理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第

６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１１７号関係資料(その１) 

 

社会福祉法人相模原市社会福祉事業団の概要 

 

１ 設立年月日 

平成６年４月１日  

２ 規模 

（１）職員数等 役員１２名、職員６１名  

（２）資産の総額 ２９２，７１６，０８４円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 第二種社会福祉事業 

  （ア）障害福祉サービス事業(障害者支援センター多機能型事業所、障害者支

援センターガイドヘルプサービス事業所及び第三陽光園) 

  （イ）移動支援事業(障害者支援センターガイドヘルプサービス事業所) 

  （ウ）相談支援事業(障害者支援センター相談支援事業所) 

イ 公益を目的とする事業 

  （ア）地域障害者施設支援事業 

  （イ）障害者就労援助事業(障害者地域就労援助センター事業及び障害者就業

・生活支援センター事業) 

（ウ）障害者自立生活支援事業 

（エ）障害者余暇活動支援事業 

（オ）障害者一時ケア事業 

（カ）相模原市立けやき体育館の管理・経営 

（キ）無料職業紹介事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館の指定 

管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

 



議案第１１７号関係資料(その２) 

 

相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館の

指定管理者の選考について 

 

相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館については、

公募を行わず、指定管理者となる要件を満たす社会福祉法人相模原市社会福祉事業

団(以下「候補団体」という。)を指定管理者の申請ができる法人とした。 

１ 選考理由 

  候補団体を指定管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

ア 相模原市立障害者支援センター松が丘園 

障害者に対する自立のための先駆的な事業及び総合的な支援を主たる業務

とし、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的として設置された市

内に活動の本拠となる事務所を有する社会福祉法人 

 イ 相模原市立けやき体育館 

障害者に対する自立のための先駆的な事業及び総合的な支援を主たる業務

とし、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的として設立された市

内に活動の本拠となる事務所を有する社会福祉法人 

（２）指定管理者の申請の受付等 

  ア 申請要項の配布 平成２５年６月２８日 

  イ 説明会 平成２５年６月２８日 

  ウ 申請の受付 平成２５年７月２４日から同年８月２３日まで 

（３）審査 

   平成２５年１０月７日に、候補団体による提案説明会を公開で実施し、それ



を踏まえ、引き続き開催された相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相

模原市立けやき体育館指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)に

おいて、各審査委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 審査委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、弁護士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に 

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １８ 

市民サービス水準の確保 ３５ ２７ 

施設等の維持管理の計画・内容 ２０ １６ 

年間事業計画の理念・内容 ３５ ２３ 

各事業の年間実施内容  

 障害者支援センター松が丘園  

  障害福祉サービス事業 ２０ １７ 

  生活を支援する事業 ２０ １８ 

  就労を支援する事業 ２０ １５ 

  障害者を一時的にケアする

事業 
２０ １６ 

  

 けやき体育館  

  貸館業務 ２０ １４ 

  余暇活動支援事業、サーク

ル支援事業 
２０ １４ 

  

 その他  

  障害者支援センター松が丘

２０ １４ 
  園・けやき体育館を活用し

  た先駆的な事業の提案及び

実施、総合的な支援の実施 



団体独自の発想に基づく提案  ３５ ３１ 

管理に必要な人員の配置 ３５ ２７ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ３５ ２５ 

収支計画  ３５ ２３ 

小 計 ３９０ ２９８ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ ２０ 

組織・人員体制  ２０ １６ 

   雇用及び労働条件  ２０ １５ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ３５ ２３ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １４ 

公共性への取組  ２０ １４ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 

小 計  １７５ １４０ 

小 計 ５６５ ４３８ 

経費削減に対する評価 ２８ ０ 

合 計 ５９３ ４３８ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２８３

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセント(小数点以下切捨て)とした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、７３．８

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１１８号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンター 

２ 指定管理者 

  所在地 大和市柳橋５丁目３番地１ 

  名 称 社会福祉法人県央福祉会 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターの指定管理者を指定いたし

たく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により

提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１１８号関係資料(その１) 

 

社会福祉法人県央福祉会の概要 

 

１ 設立年月日 

昭和５８年１月１４日  

２ 規模 

（１）職員数等 役員１０名、職員１，０１２名  

（２）資産の総額 ２，６９５，０１１，９７２円 

３ 事業概要等 

（１） 事業概要 

ア 第二種社会福祉事業 

（ア）障害福祉サービス事業の経営 

（イ）相談支援事業の経営 

（ウ）地域活動支援センターの経営 

（エ）移動支援事業の経営 

（オ）福祉ホームの経営 

（カ）障害児通所支援事業の経営 

イ 公益を目的とする事業 

  （ア）障害者自立生活アシスタント派遣事業 

（イ）障害者就業・生活支援センター事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターの指定管理者(平成１８ 

年４月から現在に至る。) 

  イ 横浜市中山みどり園の指定管理者(平成１８年９月から現在に至る。) 

  ウ 川崎市御幸日中活動センターの指定管理者(平成２３年４月から現在に 

至る。) 

エ 海老名市立わかば会館、海老名市立わかば学園及び海老名市立わかばケア

センターの指定管理者(平成２３年４月から現在に至る。) 

  オ 綾瀬市障害者自立支援センターばらの里及び綾瀬市障害者自立支援センタ

ー希望の家の指定管理者(平成２４年４月から現在に至る。) 



議案第１１８号関係資料(その２) 

 

   相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターの指定管理者の選考 

について 

 

１ 選考理由 

  社会福祉法人県央福祉会(以下「候補団体」という。)を指定管理者として選考

した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

イ 説明会 平成２５年６月２１日(参加数 ２団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月１６日から同年８月２０日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立上九沢身体障害者デイサー

ビスセンター指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、

各選考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、弁護士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり



である｡ 

評価項目 配点 得点 

 
 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １８ 

市民サービス水準の確保 ３５ ２３ 

施設等の維持管理の計画・内容 ２０ １３ 

年間事業計画の理念・内容(全体) ３５ ２３ 

各事業の年間実施内容  

 基本事業(機能訓練、介護方法

の指導等) 
２０ １６ 

 

 生活介護事業(入浴、排せつ及

び食事の介護並びに創作的活動

又は生産活動の機会の提供) 

２０ １２  

 

 入浴サービス(機能訓練、介護

方法の指導等) 
２０ １２ 

 

 送迎サービス ２０ １４ 

 食事の提供 ２０ １１ 

団体独自の発想に基づく提案  ３５ ３１ 

管理に必要な人員の配置 ３５ １９ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ３５ ２５ 

収支計画  ３５ ２１ 

小 計 ３５０ ２３８ 

管理を行う能力  

 
 

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ ２０ 

組織・人員体制  ２０ １５ 

雇用及び労働条件  ２０ １２ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ３５ １９ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １４ 

公共性への取組  ２０ １４ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 



小 計  １７５ １３２ 

合 計 ５２５ ３７０ 

    備考 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２６３ 

点とした。 

  （イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、７０．４ 

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 

 

 



議案第１１９号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立津久井障害者地域活動支援センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市緑区中野１００４番地３ 

  名 称 特定非営利活動法人竹の子作業所 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立津久井障害者地域活動支援センターの指定管理者を指定いたしたく、

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案す

るものである。 

 

 

 

 



議案第１１９号関係資料(その１) 

 

特定非営利活動法人竹の子作業所の概要 

 

１ 設立年月日 

平成２０年３月１２日  

２ 規模 

（１）職員数等 役員８名、職員７名  

（２）資産の総額 ３，３４４，０９８円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 障害者地域活動支援センターの運営に係る事業 

イ 在宅障害者に対する地域生活の向上を促進する事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

相模原市立津久井障害者地域活動支援センターの指定管理者(平成２１年４

月から現在に至る。) 

 

 

 



議案第１１９号関係資料(その２) 

 

   相模原市立津久井障害者地域活動支援センターの指定管理者の選考につ 

いて 

 

１ 選考理由 

  特定非営利活動法人竹の子作業所(以下「候補団体」という。)を指定管理者と

して選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超える合計得点(得点

内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

イ 申請の受付 平成２５年７月１６日から同年８月２０日まで(申請数 １ 

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立津久井障害者地域活動支援

センター指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選

考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、弁護士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 



評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １６ 

市民サービス水準の確保 ３５ ２１ 

施設等の維持管理の計画・内容 ２０ １３ 

年間事業計画の理念・内容 ３５ ２３ 

地域活動支援センター事業の内容 ３５ １９ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３２ 

管理に必要な人員の配置 ３５ １９ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ３５ １９ 

収支計画  ３５ １９ 

小 計 ２９０ １８１ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ １５ 

組織・人員体制  ２０ １１ 

雇用及び労働条件  ２０ １２ 

申請団体の事業実績 ２０ ２０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ３５ １９ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １２ 

公共性への取組  ２０ １６ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 

小 計  １７５ １２５ 

小 計 ４６５ ３０６ 

経費削減に対する評価 ２３ １ 

合 計 ４８８ ３０７ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２３３

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセント(小数点以下切捨て)とした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、６２．９



点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１２０号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立城山障害者デイサービスセンターつくしの家 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市緑区久保沢２丁目２５番２５号 

  名 称 特定非営利活動法人福祉協会しろやま 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立城山障害者デイサービスセンターつくしの家の指定管理者を指定い

たしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定に

より提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１２０号関係資料(その１) 

 

特定非営利活動法人福祉協会しろやまの概要 

 

１ 設立年月日 

平成１８年８月１７日  

２ 規模 

（１）職員数等 役員９名、職員１０名  

（２）資産の総額 ４４５，６８８円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 特定非営利活動に係る事業 

 （ア）障害福祉サービス事業 

（イ）実習生等の受入れ及び地域との交流事業 

イ その他の事業 

  生産品等の物品販売事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

相模原市立城山障害者デイサービスセンターつくしの家の指定管理者(平成 

１９年１月から現在に至る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１２０号関係資料(その２) 

 

   相模原市立城山障害者デイサービスセンターつくしの家の指定管理者の 

選考について 

 

１ 選考理由 

  特定非営利活動法人福祉協会しろやま(以下「候補団体」という。)を指定管理

者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超える合計得点(得点

内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

イ 説明会 平成２５年６月２１日(参加数 ２団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月１６日から同年８月２０日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立城山障害者デイサービスセ

ンターつくしの家指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)におい

て、各選考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、弁護士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり



である｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １７ 

市民サービス水準の確保 ３５ ２３ 

施設等の維持管理の計画・内容 ２０ １３ 

年間事業計画の理念・内容(全体) ３５ ２３ 

各事業の年間実施内容  

 就労継続支援(Ｂ型)の基本事業 ２０ １３ 

職場実習 ２０ １０ 

求職活動の支援 ２０ １３ 

職場定着のための支援 ２０ １４ 

団体独自の発想に基づく提案  ３５ １９ 

管理に必要な人員の配置 ３５ １９ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ３５ ２１ 

収支計画  ３５ ２１ 

小 計 ３３０ ２０６ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ １５ 

組織・人員体制  ２０ １１ 

雇用及び労働条件  ２０ １３ 

申請団体の事業実績 ２０ ２０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ３５ ２１ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １３ 

公共性への取組  ２０ １６ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 

小 計  １７５ １２９ 

合 計 ５０５ ３３５ 

    備考 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５３ 

点とした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、６６．３



点(小数点以下１位未満切捨て)である。 

 

 

 

 



議案第１２１号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立緑第一障害者地域活動支援センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市緑区千木良３２０番地２ 

  名 称 特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立緑第一障害者地域活動支援センターの指定管理者を指定いたしたく、

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案す

るものである。 

 

 

 

 



議案第１２１号関係資料(その１) 

 

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべの概要 

 

１ 設立年月日等 

平成２１年１２月１４日 設立 

平成２３年３月１７日 特定非営利活動法人湘北福祉会から特定非営利活動法

人湘北福祉会やまのべに改称 

２ 規模 

（１）職員数等 役員９名、職員８名  

（２）資産の総額 ２，３５３，５４０円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 障害者の地域生活の自立を促進する事業及び障害福祉サービス事業 

イ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

相模原市立緑第一障害者地域活動支援センターの指定管理者(平成２３年４

月から現在に至る。) 

 

 



議案第１２１号関係資料(その２) 

 

   相模原市立緑第一障害者地域活動支援センターの指定管理者の選考につ 

いて 

 

１ 選考理由 

  特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ(以下「候補団体」という。)を指定管

理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超える合計得点(得点

内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準をおおむね満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価

したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

イ 説明会 平成２５年６月２１日(参加数 １団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月１６日から同年８月２０日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立緑第一障害者地域活動支援

センター指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選

考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(大学教授)及び委員(公認会計士１名、弁護士１名、市職員２名) 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 



（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １７ 

市民サービス水準の確保 ３５ ２７ 

施設等の維持管理の計画・内容 ２０ １４ 

年間事業計画の理念・内容 ３５ ２３ 

相談支援事業の内容 ３５ ２３ 

地域活動支援センター事業の内容 ３５ ２７ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３６ 

管理に必要な人員の配置 ３５ １７ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ３５ ２５ 

収支計画  ３５ １９ 

小 計 ３２５ ２２８ 

管理を行う能力  

内 

訳 
申請団体の経営状況  ２０ １４ 

組織・人員体制  ２０ １２ 

雇用及び労働条件  ２０ １２ 

申請団体の事業実績 ２０ ２０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ３５ ２３ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １４ 

公共性への取組  ２０ １４ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 

小 計  １７５ １２９ 

小 計 ５００ ３５７ 

経費削減に対する評価 ２５ ０ 

合 計 ５２５ ３５７ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 



     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合 

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、６８点

である。 



議案第１２２号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区相模原４丁目７番１０号エス・プラザビル１Ｆ 

  名 称 共同企業体ウイッツ・ギオン 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立さがみ湖リフレッシュセンターの指定管理者を指定いたしたく、地

方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案する

ものである。 

 

 

 

 



議案第１２２号関係資料(その１) 

 

共同企業体ウイッツ・ギオンの概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区相模原４丁目７番１０号エス・プラザビル１Ｆ 

株式会社ウイッツコミュニティ 

相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

株式会社ギオン 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

株式会社ウイッツ

コミュニティ 

平成３年２月２８日  設立 

平成１４年１０月１日 株式会社アポロコミュニティか        

ら株式会社ウイッツコミュニテ

ィに改称 

株式会社ギオン 

昭和４７年５月２０日 設立 

平成１３年１月５日  ・園興業株式会社から株式会社

ギオンに改称 

３ 規模  

構成員 従業員数等 資本金 

株式会社ウイッツコミ

ュニティ 

役 員       ５名 

従業員     １５５名 

 ５０，０００千円 

株式会社ギオン 
役 員      ５名 

従業員 １，４４４名 

 ４６，７２０千円 

４ 事業概要等 

（１） 事業概要 

構成員 事業概要 

 

 

 

ア ビル清掃業及びビル警備 

イ 建物管理業 

ウ 建物美装及び建物総合清掃 

エ 電気工事及び電気設備保守 



株式会社ウイッ

ツコミュニティ 

オ 消防施設工事 

カ 営繕工事、管工事及び建築工事 

キ 建築資材、建物清掃用機械器具及び消耗品の販売 

ク 浄化槽保守 

ケ 貯水槽清掃及び保守 

コ 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介 

株式会社ギオン 

ア 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送を含

む。) 

イ 貨物利用運送事業 

ウ 倉庫業及び配送センター管理運営業 

エ 産業廃棄物の収集、運搬及び処理業 

オ 一般廃棄物の収集及び運搬業 

カ 映像音響機器及び周辺機器の開発、製作及び販売業 

キ 搬送装置製造販売 

ク 公共施設の維持・管理に関する事業の受託 

ケ 警備業 

コ 清掃業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

 

株式会社ウイッ

ツコミュニティ 

ア 相模原市市営住宅(３４施設)の指定管理者(平成１８

年４月から平成２１年３月まで) 

イ 相模原市市営住宅(大野台住宅)の指定管理者(平成１９

年４月から平成２１年３月まで) 

ウ 相模原市市営住宅(７０施設)の指定管理者(平成２１

年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市市営住宅(南台団地)の指定管理者(平成２２

年４月から現在に至る。) 

オ 相模原市市営住宅(並木団地)の指定管理者(平成２３

年４月から現在に至る。) 

カ 相模原市市営住宅(内郷住宅)の指定管理者(平成２３

年１２月から現在に至る。) 



 ※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

株式会社ギオン 

ア 相模原麻溝公園競技場及び相模原麻溝公園スポーツ広

場の指定管理者(平成２４年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市営自転車駐車場のうち、路上等自転車駐車場

を除く有料自転車駐車場１４施設の指定管理者(平成２４

年４月から現在に至る。) 

ウ 相模原市営自動車駐車場５施設の指定管理者(平成２４

年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市営自動車駐車場(相模大野駅西側自動車駐車

場)の指定管理者(平成２５年３月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 



議案第１２２号関係資料(その２) 

 

   相模原市立さがみ湖リフレッシュセンターの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  共同企業体ウイッツ・ギオン(以下「候補団体」という。)を指定管理者として

選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募   

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月１７日(参加数 ２団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月３日から同年８月２日まで(申請数 １団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月８日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立さがみ湖リフレッシュセン

ター指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委

員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(元国民健康保険内郷診療所・相模湖老人福祉センター及びさがみ

湖リフレッシュセンターあり方検討会の代表)及び委員(税理士１名、相模湖

地区老人クラブ連合会の代表１名、市職員２名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 



評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １９ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３２ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３０ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３６ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３２ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３４ 

収支計画  ４０ ３４ 

小 計 ３００ ２５１ 

管理を行う能力  

内 
訳 

申請団体の経営状況  ２０ １９ 

組織・人員体制  ２０ １８ 

雇用及び労働条件  ２０ １９ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３６ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １６ 

公共性への取組  ２０ １６ 

法令等の遵守  ２０ １７ 

小 計  １８０ １５９ 

小 計 ４８０ ４１０ 

経費削減に対する評価 ２４ ０ 

合 計 ５０４ ４１０ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、８１.３

点(少数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１２３号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 公益財団法人相模原市都市整備公社 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センターの指定管

理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第

６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１２３号関係資料(その１) 

 

公益財団法人相模原市都市整備公社の概要 

 

１ 設立年月日等 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日 財団法人相模原市開発公社から財団法人相模原市都市整

備公社に改称 

平成２３年４月１日 公益財団法人に移行 

※ 公益財団法人相模原市都市整備公社は、公益財団法人相模原市みどりの協

会との間で、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市

都市整備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 

２ 規模 

（１）職員数等 役員１１名、職員１２７名  

（２）基本財産 ２，０００，０００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センターの指

定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市立さがみ湖リフレッシュセンターの指定管理者(平成２１年４月

から現在に至る。) 

ウ 相模原市立東林ふれあいセンターの指定管理者(平成２４年４月から現在

に至る。) 

 

 



議案第１２３号関係資料(その２) 

 

   相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センターの 

   指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  公益財団法人相模原市都市整備公社(以下「候補団体」という。)を指定管理者

として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２０日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月２０日(参加数 １団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月８日から同年８月９日まで(申請数 １団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月９日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立新磯ふれあいセンター及び

相模原市立相模の大凧センター指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」と

いう。)において、各選考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成等 

委員長(公認会計士)及び委員(新磯地区自治会連合会の代表１名、新磯地

区老人クラブ連合会の代表１名、相模の大凧文化保存会の代表１名、市職員

２名) 計６名(うち１名欠席)  

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に



対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １８ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ２８ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３６ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３４ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３４ 

収支計画  ４０ ３２ 

小 計 ３００ ２５０ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ ２０ 

組織・人員体制  ２０ １７ 

雇用及び労働条件  ２０ １８ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３４ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １６ 

公共性への取組  ２０ １８ 

法令等の遵守  ２０ １４ 

小 計  １８０ １５５ 

小 計 ４８０ ４０５ 

経費削減に対する評価 ２０ ０ 

合 計 ５００ ４０５ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、３２５

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、２０点(評価基準に基づく

評価の合計得点の４．１パーセント(小数点以下１位未満切捨て))と

した。 



（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、８１点

である。 



 

 

議案第１２４号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立産業会館 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区中央３丁目１２番３号 

  名 称 公益財団法人相模原市産業振興財団 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立産業会館の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年

法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



 

 

議案第１２４号関係資料(その１) 

 

公益財団法人相模原市産業振興財団の概要 

 

１ 設立年月日等 

平成４年８月２１日 設立 

平成２４年４月１日 公益財団法人に移行 

２ 規模 

（１）職員数等 役員９名、職員１４名  

（２）基本財産 ２００，０６２，５００円 

３ 事業概要 

（１）中小企業の経営の安定と発展に向けた事業 

（２）産業人材の確保・育成事業 

（３）国際化の促進や情報の収集発信に関する事業 

（４）創業及び新事業創出の支援に関する事業 

（５）地域経済の振興に関する事業 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 



 

 

議案第１２４号関係資料(その２) 

 

   相模原市立産業会館の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  公益財団法人相模原市産業振興財団(以下「候補団体」という。)を指定管理者

として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

  ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２１日まで 

  イ 現地説明会 平成２５年６月２１日(参加数 ７団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月８日から同年８月９日まで(申請数 ２団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

株式会社メディカルアソシ

ア・大成株式会社共同企業体 

東京都千代田区内幸町１丁目１番７号ＮＢ

Ｆ日比谷ビル９Ｆ 

（４）選考 

平成２５年９月１０日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立産業会館に係る指定管理

者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準

に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(大学教授１名、公認会計士１名、神奈川県職員

１名、市職員１名） 計５名 



 

 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ ２０ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３６ 

年間事業計画の理念・内容 ５０ ４２ 

団体独自の発想に基づく提案  ５０ ５０ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３４ 

収支計画  ４０ ２２ 

小 計 ３２０ ２６８ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ １５ 

組織・人員体制  ２０ １５ 

雇用及び労働条件  ２０ １１ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３０ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １５ 

公共性への取組  ２０ １９ 

法令等の遵守  ２０ １５ 

小 計  １８０ １３８ 

小 計 ５００ ４０６ 

経費削減に対する評価 ２５ ０ 

合 計 ５２５ ４０６ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２７０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合



 

 

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

株式会社メディカルアソシア・大

成株式会社共同企業体 

評価基準に基づく評価 ３４５ 

経費削減に対する評価 ０ 

合 計 ３４５ 

（ウ）申請のあった２団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

公益財団法人相模原市産業振興財団 ７７．３ 

株式会社メディカルアソシア・大成株式会社共同企業体 ６５．７ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 



 

 

議案第１２５号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立勤労者総合福祉センター 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市緑区西橋本５丁目４番２０号 

  名 称 サン・エールさがみはら管理運営グループ 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立勤労者総合福祉センターの指定管理者を指定いたしたく、地方自治

法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するもので

ある。 

 

 

 

 



 

 

議案第１２５号関係資料(その１) 

 

サン・エールさがみはら管理運営グループの概要 

 

１ 構成員 

相模原市緑区西橋本５丁目４番２０号 

公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンター 

東京都新宿区西新宿１丁目１番３号 

小田急デパートサービス株式会社 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模

原市勤労者福祉サ

ービスセンター 

平成２年４月１日   設立 

平成２４年４月１日  財団法人相模原市中小企業勤労

者福祉サービスセンターから財

団法人相模原市勤労者福祉サー

ビスセンターに改称し、公益財

団法人に移行 

小田急デパートサ

ービス株式会社 

昭和４２年１１月１日 設立 

３ 規模  

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原市

勤労者福祉サービスセ

ンター 

役 員       ９名 

職 員      １３名 

基本財産 

２００，０００千円 

小田急デパートサービ

ス株式会社 

役 員    １０名 

従業員     ４５７名 

資本金 

８０，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 

 

ア 勤労者等の生活の安定に資する事業 

イ 勤労者等の健康の維持増進に資する事業 



 

 

公益財団法人相

模原市勤労者福

祉サービスセン

ター 

ウ 勤労者等の自己啓発に資する事業 

エ 勤労者等の財産形成に資する事業 

オ 勤労者等の余暇活動に資する事業 

カ 勤労者等の生涯生活の安定に資する事業 

キ 勤労者等の活動を支援する施設に係る管理運営事業 

ク その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

 

 

 

小田急デパート

サービス株式会

社 

ア 駐車場の管理 

イ ビルディング附帯施設の運営及び管理 

ウ 建築一式、大工、屋根、電気、管、タイル・れんが・

ブロック、鋼構造物、内装仕上、消防施設等各工事の設

計、施工及び監理請負業 

エ 警備の請負及びその保障 

オ ビルディング及びその設備に関する安全管理業務の請

負 

カ 事務用機械器具及び販売用陳列器具等の賃貸、運搬請

負及び保守管理 

キ 一般労働者派遣事業 

ク 物品預り業 

ケ 清掃業及び塵芥処理業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

公益財団法人相

模原市勤労者福

祉サービスセン

ター 

相模原市立勤労者総合福祉センターの指定管理者(平成

１６年４月から現在に至る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第１２５号関係資料(その２) 

 

   相模原市立勤労者総合福祉センターの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  サン・エールさがみはら管理運営グループ(以下「候補団体」という。)を指定

管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準をおおむね満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価

したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２０日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月２１日(参加数 ７団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月８日から同年８月９日まで(申請数 ３団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

公益財団法人神奈川県労働福

祉協会 

横浜市中区寿町１丁目４番地 

株式会社セイウン 
埼玉県さいたま市桜区田島９丁目３１番１

号 

（４）選考 

平成２５年９月１０日に、申請のあった３団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立勤労者総合福祉センター

に係る指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考

委員が評価基準に基づき採点を行った。 



 

 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(大学教授１名、厚生労働省職員１名、公認会計

士１名、市職員１名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １９ 

利用者サービス水準の確保及び向上 ４０ ３２ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３２ 

年間事業計画の理念・内容(勤労者

の福祉の向上を図るための事業計

画・内容) 

４０ ３４ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３２ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３２ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３４ 

収支計画  ４０ ３０ 

小 計 ３００ ２４５ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ ２０ 

組織・人員体制  ２０ １７ 

雇用及び労働条件  ４０ ２６ 

申請団体の事業実績 ２０ ２０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３２ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １７ 

公共性への取組  ２０ １８ 

法令等の遵守  ２０ ０ 

小 計  ２００ １５０ 

小 計 ５００ ３９５ 

経費削減に対する評価 ２５ ３ 



 

 

合 計 ５２５ ３９８ 

備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

公益財団法人神奈川県労働福祉協

会 

評価基準に基づく評価 ３８４ 

経費削減に対する評価 ６ 

合 計 ３９０ 

株式会社セイウン 

評価基準に基づく評価 ３４８ 

経費削減に対する評価 ７ 

合 計 ３５５ 

（ウ）申請のあった３団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

サン・エールさがみはら管理運営グループ ７５．８ 

公益財団法人神奈川県労働福祉協会 ７４．２ 

株式会社セイウン ６７．６ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 



 

 

議案第１２６号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室 

２ 指定管理者 

  所在地 東京都豊島区東池袋３丁目１３番３号 

  名 称 西洋フード・コンパスグループ株式会社 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室の指定

管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２

第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



 

 

議案第１２６号関係資料(その１) 

 

西洋フード・コンパスグループ株式会社の概要 

 

１ 設立年月日等 

昭和２２年９月６日 設立 

平成１９年４月１日 株式会社西洋フードシステムズから西洋フード・コンパ

スグループ株式会社に改称 

２ 規模 

（１）従業員数等 役員９名、従業員１６，５３６名 

（２）資本金 ２２，３１６，６２４，９００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 食品の製造・加工業及び卸小売業 

イ 乳製品及び清涼飲料水の製造及び卸小売業 

ウ 酒類及び塩・たばこの販売業 

エ 給食・貸席及び宴会の受託 

オ 食堂・飲食店・結婚式場・宴会場・保養所・宿泊施設・観光娯楽施設・公

衆浴場施設・スポーツ施設・劇場・映画館・興行場等の経営及び運営受託 

カ オに掲げる店舗・施設の設計施工業及び経営コンサルタント業 

キ オに掲げる店舗・施設における代金精算システムの企画・開発、それに関

わる機器の販売・保守・輸出入業及び賃貸業 

ク 厨
ちゅう

房設備器具・食堂什
じゅう

器備品及び食器類の販売・保守・輸出入業及び賃

貸業 

ケ 自動販売機及び娯楽機のオペレーション並びに機械の修理販売・賃貸業 

コ スポーツクラブ・スポーツ教室・カルチャー教室の経営及び運営受託 

サ 物品の販売に関する事業 

シ ホテル業・一般旅行業・国内旅行業・旅行業代理店業 

ス 一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室の



 

 

指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

イ 足立区立鋸南
きょなん

自然の家の指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

ウ 板橋区立少年自然の家八ヶ岳荘の指定管理者(平成１８年４月から現在に

至る。) 

エ 刈谷市民休暇村の指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

オ 府中市民保養所やちほの指定管理者(平成２０年４月から現在に至る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第１２６号関係資料(その２) 

 

   相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室 

の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  西洋フード・コンパスグループ株式会社(以下「候補団体」という。)を指定管

理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２８日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月２８日(参加数 １５団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２９日から同年８月３０日まで(申請数 ４

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

ギオン・アクティオ・利恵産

業グループ 

相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

相模川自然の村ＧＴパートナ

ーズ 

東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 

馬渕商事オービーエム管財共

同体 

東京都中央区日本橋２丁目１３番１２号 

日本生命江戸橋ビル 

（４）選考 

平成２５年１０月１６日に、申請のあった４団体による提案説明会を公開で



 

 

実施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立相模川自然の村及び相

模原市立相模川自然の村野外体験教室指定管理者選考委員会(以下「選考委員

会」という。)において、各選考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(大学教授１名、民間事業者１名、税理士１名、

市職員１名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 ４０ ３６ 

利用者サービス水準の確保 ４０ ３６ 

施設等の維持管理の計画・内容 ８０ ６８ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３４ 

団体独自の発想に基づく提案 ８０ ６４ 

食事サービス水準の確保及び向上 ４０ ３４ 

管理に必要な人員の配置 ８０ ６４ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握 ８０ ７２ 

収支計画 ８０ ６０ 

小 計 ５６０ ４６８ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況 ２０ １７ 

組織・人員体制 ４０ ３６ 

雇用及び労働条件 ４０ ３２ 

申請団体の事業実績 ２０ １６ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ８０ ６８ 

個人情報保護及び情報公開の体制 ２０ １５ 

公共性への取組 ２０ １４ 

法令等の遵守 ２０ １８ 

小 計 ２６０ ２１６ 



 

 

 小 計 ８２０ ６８４ 

経費削減に対する評価 ３０ ３ 

合 計 ８５０ ６８７ 

備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、４９２

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、３０点(評価基準に基づく

評価の合計得点の３．６パーセント(小数点以下１位未満切捨て))と

した。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

ギオン・アクティオ・利恵産業グ

ループ 

評価基準に基づく評価 ６６３ 

経費削減に対する評価 １ 

合 計 ６６４ 

相模川自然の村ＧＴパートナーズ 

評価基準に基づく評価 ６２９ 

経費削減に対する評価 ３ 

合 計 ６３２ 

馬渕商事オービーエム管財共同体 

評価基準に基づく評価 ５３３ 

経費削減に対する評価 ０ 

合 計 ５３３ 

（ウ）申請のあった４団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

西洋フード・コンパスグループ株式会社 ８０．８ 

ギオン・アクティオ・利恵産業グループ ７８．１ 

相模川自然の村ＧＴパートナーズ ７４．３ 

馬渕商事オービーエム管財共同体 ６２．７ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 



議案第１２７号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

相模原市立緑の休暇村センター、相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯及び相

模原市立津久井合唱館 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市緑区青根１１０５番地 

  名 称 一般社団法人青根振興協議会 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立緑の休暇村センター、相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯及び相

模原市立津久井合唱館の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年

法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１２７号関係資料(その１) 

 

一般社団法人青根振興協議会の概要 

 

１ 設立年月日 

平成２０年１０月２日  

２ 規模 

従業員数等 役員２０名、従業員３４名  

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 地域振興に関する研究及びイベント開催 

イ 地域内の各組織及び団体との連絡協調 

ウ 相模原市立青根緑の休暇村「いやしの湯」「休暇村センター」「合唱館」

の管理運営に関する事業 

エ 公共施設の維持管理に関する事業の受託 

オ アからエまでのほか、当法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原市立緑の休暇村センター及び相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯

の指定管理者(平成１７年４月から現在に至る。) 

  イ 相模原市立津久井合唱館の指定管理者(平成２１年４月から現在に至る。) 

 



議案第１２７号関係資料(その２) 

 

相模原市立緑の休暇村センター、相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯

及び相模原市立津久井合唱館の指定管理者の選考について 

 

相模原市立緑の休暇村センター、相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯及び相模

原市立津久井合唱館については、公募を行わず、指定管理者となる要件を満たす一

般社団法人青根振興協議会(以下「候補団体」という。)を指定管理者の申請ができ

る法人とした。 

１ 選考理由 

  候補団体を指定管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

地域社会の発展及び活性化を図ることを目的として設立された市内に活動の

本拠となる事務所を有する法人その他の団体 

（２）指定管理者の申請の受付等 

  ア 申請要項の配布 平成２５年６月１０日から同年７月３日まで 

  イ 説明会 平成２５年７月３日 

  ウ 申請の受付 平成２５年８月１日から同月３０日まで 

（３）審査 

   平成２５年１０月１６日に、候補団体による提案説明会を公開で実施し、そ

れを踏まえ、引き続き開催された相模原市立緑の休暇村センター、相模原市立

青根緑の休暇村いやしの湯及び相模原市立津久井合唱館指定管理者審査委員会

(以下「審査委員会」という。)において、各審査委員が評価基準に基づき採点

を行った。 

  ア 審査委員会の委員の構成 



委員長(市職員)及び委員(大学教授１名、民間事業者１名、税理士１名、

市職員１名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １９ 

市民サービス水準の確保 ４０ ２８ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３８ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３２ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３４ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３２ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３４ 

収支計画  ４０ ３２ 

小 計 ３００ ２４９ 

管理を行う能力  
 
 
 
 
 
 

内 

訳 
申請団体の経営状況  ２０ １５ 

組織・人員体制  ２０ １６ 

雇用及び労働条件  ２０ １８ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３８ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １７ 

公共性への取組  ２０ １８ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 

小 計  １８０ １６０ 

合 計 ４８０ ４０９ 

備考 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２８８

点とした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、８５．２

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



 

 

議案第１２８号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立鳥居原ふれあいの館
いえ

 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市緑区鳥屋７５０番地 

  名 称 有限会社鳥居原 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立鳥居原ふれあいの館
いえ

の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法

(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものであ

る。 

 

 

 

 



 

 

議案第１２８号関係資料(その１) 

 

有限会社鳥居原の概要 

 

１ 設立年月日 

平成１６年１１月２５日  

２ 規模 

（１）従業員数等 役員７名、従業員１５名  

（２）資本金 ３，０１０，０００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア 農林産物の販売 

イ 加工食品の販売 

ウ 地域の伝統技術等を活かした土産物の販売 

エ 飲食店の経営 

オ 農林産物の直営店の管理運営業務 

カ アからオまでに附帯する一切の業務 

（２）公共的施設の主な管理実績 

相模原市立鳥居原ふれあいの館
いえ

の指定管理者(平成１７年４月から現在に至

る。) 

 



 

 

議案第１２８号関係資料(その２) 

 

相模原市立鳥居原ふれあいの館
いえ

の指定管理者の選考について 

 

相模原市立鳥居原ふれあいの館
いえ

については、公募を行わず、指定管理者となる要

件を満たす有限会社鳥居原(以下「候補団体」という。)を指定管理者の申請ができ

る法人とした。 

１ 選考理由 

  候補団体を指定管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

農業者が構成員の過半を占め、かつ、地域社会の発展及び活性化を図ること

を目的として設立された市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の

団体 

（２）指定管理者の申請の受付等 

  ア 申請要項の配布 平成２５年６月１０日から同年７月３日まで 

  イ 説明会 平成２５年７月３日 

  ウ 申請の受付 平成２５年８月１日から同月３０日まで 

（３）審査 

   平成２５年１０月１６日に、候補団体による提案説明会を公開で実施し、そ

れを踏まえ、引き続き開催された相模原市立鳥居原ふれあいの館
いえ

指定管理者審

査委員会(以下「審査委員会」という。)において、各審査委員が評価基準に基

づき採点を行った。 

  ア 審査委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(大学教授１名、民間事業者１名、税理士１名、

市職員１名) 計５名 



 

 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ ２０ 

市民サービス水準の確保 ４０ ３４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３８ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３２ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ４０ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ４０ ３８ 

収支計画  ４０ ２８ 

小 計 ３００ ２６０ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ １５ 

組織・人員体制  ２０ １５ 

雇用及び労働条件  ２０ １９ 

申請団体の事業実績 ２０ １８ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ２６ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １５ 

公共性への取組  ２０ １８ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 

小 計  １８０ １４６ 

合 計 ４８０ ４０６ 

備考 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２８８

点とした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、８４．５

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１２９号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立藤野やまなみ温泉 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市緑区牧野４２３１番地５ 

  名 称 牧野地域振興協議会グループ 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立藤野やまなみ温泉の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭

和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１２９号関係資料(その１) 

 

牧野地域振興協議会グループの概要 

 

１ 構成員 

相模原市緑区牧野４２３１番地５ 

株式会社牧野地域振興協議会 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市都市整備公社 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

株式会社牧野地域

振興協議会 

平成１８年９月１５日 設立 

公益財団法人相模

原市都市整備公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

※ 公益財団法人相模原市都市整備公社は、公益財団法人相模原市みどりの協

会との間で、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市

都市整備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 

３ 規模  

構成員 従業員数等 資本金等 

株式会社牧野地域振興

協議会 

役 員       ９名 

従業員      ３２名 

資本金 

６，０００千円 

公益財団法人相模原市

都市整備公社 

役 員      １１名 

職 員     １２７名 

基本財産 

２，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 ア 藤野やまなみ温泉の管理運営に関する事業 



 

 

 

イ 公共施設の維持管理に関する事業の受託 

ウ 各種イベント、キャンペーン等販売促進に関する行事

の主催 

株式会社牧野地

域振興協議会 

エ 観光用土産品の販売及びレストランの経営 

オ 酒類、清涼飲料水及び陶芸品の販売 

カ タバコの販売 

キ 農林産物の販売 

ク 地域振興及び地域貢献に関する事業 

ケ アからクまでに附帯する一切の業務 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備

に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備

に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

株式会社牧野地

域振興協議会 

相模原市立藤野やまなみ温泉の指定管理者(平成１９年

２月から現在に至る。) 

※ 上記については、共同企業体の構成員としての指定管

理者(平成２２年４月から) 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 相模原市立藤野やまなみ温泉の指定管理者(平成２２

年４月から現在に至る。) 

イ 相模原市立市民健康文化センターの指定管理者(平成

１８年４月から現在に至る。) 

ウ 相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者(平

成１８年４月から現在に至る。) 

※ ア及びウについては、共同企業体の構成員としての指

定管理者(ウについては平成２１年４月から) 

 



議案第１２９号関係資料(その２) 

 

   相模原市立藤野やまなみ温泉の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  牧野地域振興協議会グループ(以下「候補団体」という。)を指定管理者として

選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２０日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年６月２０日(参加数 ７団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月８日から同年８月８日まで(申請数 １団体) 

（３）選考 

平成２５年９月１１日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立藤野やまなみ温泉に係る指

定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評

価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(公認会計士)及び委員(税理士１名、民間事業者１名、市職員２名)  

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果は、次のとおり

である｡ 

 



評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ２０ １９ 

施設等の維持管理の計画内容 ４０ ３２ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３４ 

団体独自の発想に基づく提案 ４０ ４０ 

管理に必要な人員の配置  ４０ ３２ 

利用サービス水準の確保及び向上 ４０ ３６ 

食事サービス水準の確保及び向上 ４０ ３０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ２０ １６ 

収支計画  ４０ ３０ 

小 計 ３２０ ２６９ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ２０ １９ 

組織・人員体制  ２０ １５ 

雇用及び労働条件  ２０ １７ 

申請団体の事業実績 ２０ ２０ 

施設の安全、衛生管理等の体制 ４０ ３６ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １６ 

公共性への取組  ２０ ２０ 

法令等の遵守  ２０ ２０ 

小 計  １８０ １６３ 

 合 計 ５００ ４３２ 

備考 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０ 

点とした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、８６．４

点である。 



 

 

議案第１３０号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  横山公園、鹿沼公園及び小山公園 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号  

  名 称 横山公園グループ運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

横山公園、鹿沼公園及び小山公園の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法

(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものであ

る。 

 

 

 

 



 

 

議案第１３０号関係資料(その１) 

 

横山公園グループ運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市都市整備公社 

大阪府大阪市中央区北浜４丁目１番２３号 

美津濃株式会社 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模

原市都市整備公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

美津濃株式会社 大正１２年７月１９日 設立 

※ 公益財団法人相模原市都市整備公社は、公益財団法人相模原市みどりの協

会との間で、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市

都市整備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 

３ 規模  

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原市

都市整備公社 

役 員      １１名 

職 員     １２７名 

基本財産 

２，０００千円 

美津濃株式会社 
役 員     １７名 

従業員 ２，３７９名 

資本金 

２６，１３７，４１７千円

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備

に関する事業 



 

 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備

に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

美津濃株式会社 

ア 各種体育運動具、体育機械及び運動用靴の製造販売及

び輸出入 

イ 運動競技場の設計、監理及び工事請負 

ウ 清涼飲料水、健康食品、楽器及び文具の販売 

エ 医療機械機器、光学機器、電子計算機械機器、電気通

信機器、事務用機械器具、スポーツ用具製造機械器具及

びスポーツ用衣服製造機械器具の販売及びリース業 

オ ゴルフ場、遊園地及びスポーツ・レクリェーション施

設の経営並びにゴルフ等会員権の売買 

カ 各種スポーツスクールの経営 

キ スポーツ及び各種文化的催物の企画運営並びにそれら

の入場券の販売あっせん業務 

ク 各種スポーツ用品、自動車、各種船舶及び旅行用品の

レンタル業 

ケ スポーツ施設の経営、スポーツ用品の販売及びスポー

ツ技能取得に関わる教育研修業務 

コ 各種スポーツスクールの指導者の養成事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

 

 

 

 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 横山公園、鹿沼公園及び小山公園の指定管理者(平成

１８年４月から現在に至る。) 

イ 淵野辺公園(アイススケート場、水泳プール及びトレ

ーニング室を除く。)、相模台公園、古淵鵜野森公園及

び相模原市立相模原球場の指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。)  

ウ 淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレー 



 

 

 ニング室の指定管理者(平成１８年６月から現在に至

る。) 

エ 大野台南テニスコートの指定管理者(平成２１年４月

から現在に至る。) 

オ 津久井又野公園、相模湖林間公園、小倉テニスコー

ト、小倉プール、名倉グラウンド及びふじのマレットゴ

ルフ場の指定管理者(平成２１年４月から現在に至る。) 

※ イからオまでについては、共同企業体の構成員として

の指定管理者(イについては平成２１年４月から、ウに

ついては同年６月から) 

美津濃株式会社 

ア 大阪市長居公園の指定管理者(平成２１年４月から現

在に至る。) 

イ 足立区総合スポーツセンターの指定管理者(平成２１

年４月から現在に至る。) 

ウ 東京都武蔵野の公園グループの指定管理者(平成２３

年４月から現在に至る。) 

エ 大阪府寝屋川公園の指定管理者(平成２５年４月から

現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 



 

 

議案第１３０号関係資料(その２) 

 

   横山公園、鹿沼公園及び小山公園の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  横山公園グループ運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理者と

して選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月３１日から同年７月３日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年７月３日(参加数 ９団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２３日から同年８月２３日まで(申請数 ２

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

オリエンタル・小田急ＪＶ 相模原市中央区相模原４丁目９番８号３０１ 

（４）選考 

平成２５年１０月２日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された横山公園、鹿沼公園及び小山公園に

係る指定管理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委

員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成等 

委員長(市職員)及び委員(団体職員１名、相模原市スポーツ推進審議会委

員１名、公認会計士１名、市職員１名) 計５名(うち２名欠席) 



 

 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員３名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 １２ １０ 

市民サービス水準の確保と向上 ２４ １６ 

施設等の維持管理の計画・内容 ３０ １９ 

年間事業計画の理念・内容 １２ ９ 

団体独自の発想に基づく提案(提案

事業) 
３０ ２１ 

管理に必要な人員等の配置 ２４ １６ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握

とその反映方法 
２４ １８ 

収支計画 ２４ １６ 

小 計 １８０ １２５ 

管理を行う能力  

内 

訳 
申請団体の経営状況 ２４ ２４ 

組織・人員体制 １２ １０ 

雇用及び労働条件 １２ ９ 

申請団体の事業実績 １２ １１ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管

理等の体制 
２４ ２０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 １２ ９ 

公共性への取組 １２ ９ 

法令等の遵守 １２ ７ 

小 計 １２０ ９９ 

小 計 ３００ ２２４ 

経費削減に対する評価 １５ ０ 

合 計 ３１５ ２２４ 

    備考 



 

 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、１５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

オリエンタル・小田急ＪＶ 

評価基準に基づく評価 ２１７ 

経費削減に対する評価 １ 

合 計 ２１８ 

（ウ）申請のあった２団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

横山公園グループ運営共同企業体 ７１．１ 

オリエンタル・小田急ＪＶ ６９．２ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 

 

 



 

 

議案第１３１号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

淵野辺公園、相模原市立相模原球場、相模台公園、古淵鵜野森公園及び大野台

南テニスコート 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 淵野辺公園グループ運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

  ただし、淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室につい

ては、平成２６年６月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

淵野辺公園、相模原市立相模原球場、相模台公園、古淵鵜野森公園及び大野台

南テニスコートの指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



 

 

議案第１３１号関係資料(その１) 

 

淵野辺公園グループ運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市都市整備公社 

東京都豊島区巣鴨２丁目６番１号 

株式会社パティネレジャー 

平塚市真田６３４番地１ 

東海体育指導株式会社 

大阪府大阪市中央区北浜４丁目１番２３号 

美津濃株式会社 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模

原市都市整備公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

株式会社パティネ

レジャー 

昭和５１年１月１３日 設立 

平成２４年１月４日  株式会社パティネ商会を吸収合

併し、株式会社レジャーイン

ダストリーから株式会社パテ

ィネレジャーに改称 

東海体育指導株式

会社 

昭和５４年３月２０日 設立 

 

美津濃株式会社 大正１２年７月１９日 設立 

※ 公益財団法人相模原市都市整備公社は、公益財団法人相模原市みどりの協

会との間で、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市

都市整備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 



 

 

３ 規模 

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原市

都市整備公社 

役 員      １１名 

職 員     １２７名 

基本財産 

２，０００千円 

株式会社パティネレジ

ャー 

役 員       ８名 

従業員      ６２名 

資本金 

８５，０００千円 

東海体育指導株式会社 
役 員       ８名 

従業員     １６９名 

資本金 

１０，０００千円 

美津濃株式会社 
役 員     １７名 

従業員 ２，３７９名 

資本金 

２６，１３７，４１７千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備

に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備

に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

株式会社パティ

ネレジャー 

ア スポーツ施設及び娯楽施設の設計施工 

イ 同上施設の管理請負及び経営 

ウ 同上施設に係る管工事、とび・土木工事及び建築工事

の施工請負 

エ 同上施設に設置又は備え置く機械器具及び営業用備品

の販売及びリース 

オ 食堂の経営及び飲料水の販売 

カ 不動産の賃貸及び管理 

キ 発電並びに電気の供給及び販売 

ク アからキまでに附帯又は関連する一切の業務 

 ア スイミングクラブの管理経営 



 

 

イ 体育スポーツに関する企画運営 

ウ スポーツ用品の器具及び機械の販売 

エ 体育施設及び教育施設の清掃業務 

オ 体育施設及び教育施設の保守、管理及び警備 

 

 

東海体育指導株

式会社 

カ 労働者派遣事業 

キ 介護及び福祉サービスの提供 

ク スクールバス等の運行及び送迎サービス 

ケ 催事の企画及び運営 

コ 公園施設の管理、保守及び点検 

サ レジャー施設の保守及び管理 

シ ホテル、旅館及び宿泊施設の企画、運営及び経営 

ス 公衆浴場の企画、運営及び経営 

セ 飲食店の企画、運営及び経営 

ソ インターネット関連事業 

タ アからソまでに附帯する一切の業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

美津濃株式会社 

ア 各種体育運動具、体育機械及び運動用靴の製造販売及

び輸出入 

イ 運動競技場の設計、監理及び工事請負 

ウ 清涼飲料水、健康食品、楽器及び文具の販売 

エ 医療機械機器、光学機器、電子計算機械機器、電気通

信機器、事務用機械器具、スポーツ用具製造機械器具及

びスポーツ用衣服製造機械器具の販売及びリース業 

オ ゴルフ場、遊園地及びスポーツ・レクリェーション施

設の経営並びにゴルフ等会員権の売買 

カ 各種スポーツスクールの経営 

キ スポーツ及び各種文化的催物の企画運営並びにそれら

の入場券の販売あっせん業務 

ク 各種スポーツ用品、自動車、各種船舶及び旅行用品の

レンタル業 

ケ スポーツ施設の経営、スポーツ用品の販売及びスポー

ツ技能取得に関わる教育研修業務 



 

 

 コ 各種スポーツスクールの指導者の養成事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 淵野辺公園(アイススケート場、水泳プール及びトレ

ーニング室を除く。)、相模台公園、古淵鵜野森公園及

び相模原市立相模原球場の指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。) 

イ 淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレー

ニング室の指定管理者(平成１８年６月から現在に至

る。) 

ウ 大野台南テニスコートの指定管理者(平成２１年４月

から現在に至る。) 

エ 横山公園、鹿沼公園及び小山公園の指定管理者(平成

１８年４月から現在に至る。) 

オ 津久井又野公園、相模湖林間公園、小倉テニスコー

ト、小倉プール、名倉グラウンド及びふじのマレットゴ

ルフ場の指定管理者(平成２１年４月から現在に至る。) 

※ アからウまで及びオについては、共同企業体の構成員

としての指定管理者(アについては平成２１年４月か

ら、イについては同年６月から) 

 

 

 

 

 

株式会社パティ

ネレジャー 

ア 淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレー

ニング室の指定管理者(平成２４年１月から(株式会社パ

ティネ商会としては平成２１年６月から)現在に至る。) 

イ 大阪市立浪速スポーツセンターの指定管理者(平成１７

年１０月から現在に至る。) 

ウ 千葉市千葉アイススケート場の指定管理者(平成１７

年１０月から現在に至る。) 

エ 大阪市立真田山プールの指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。) 

オ 茅野市運動公園国際スケートセンターの指定管理者

(平成１８年４月から現在に至る。) 



 

 

※ ア、イ及びエについては、共同企業体の構成員として

の指定管理者 

 ア 淵野辺公園(アイススケート場、水泳プール及びトレ

ーニング室を除く。)、相模台公園、古淵鵜野森公園及

び相模原市立相模原球場の指定管理者(平成２１年４月 

 

 

東海体育指導株

式会社 

から現在に至る。) 

イ 大野台南テニスコートの指定管理者(平成２１年４月

から現在に至る。) 

ウ 津久井又野公園、相模湖林間公園、小倉テニスコー

ト、小倉プール、名倉グラウンド及びふじのマレットゴ

ルフ場の指定管理者(平成２１年４月から現在に至る。) 

エ 伊勢原市総合運動公園、鈴川公園、市ノ坪公園及び東

富岡公園の指定管理者(平成２０年４月から現在に至

る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

美津濃株式会社 

ア 大阪市長居公園の指定管理者(平成２１年４月から現

在に至る。) 

イ 足立区総合スポーツセンターの指定管理者(平成２１

年４月から現在に至る。) 

ウ 東京都武蔵野の公園グループの指定管理者(平成２３

年４月から現在に至る。) 

エ 大阪府寝屋川公園の指定管理者(平成２５年４月から

現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 



 

 

議案第１３１号関係資料(その２) 

 

淵野辺公園、相模原市立相模原球場、相模台公園、古淵鵜野森公園及び

大野台南テニスコートの指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  淵野辺公園グループ運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理者

として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超える合計得点(得点

内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月３１日から同年７月４日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年７月４日(参加数 ５団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２３日から同年８月２３日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月２日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された淵野辺公園、相模原市立相模原球場、

相模台公園、古淵鵜野森公園及び大野台南テニスコートに係る指定管理者選考

委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準に基づ

き採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成等 

委員長(市職員)及び委員(団体職員１名、相模原市スポーツ推進審議会委

員１名、公認会計士１名、市職員１名) 計５名(うち２名欠席) 

  イ 評価基準・評価結果 



 

 

（ア）委員３名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等 １２ ８ 

市民サービス水準の確保と向上 ２４ １６ 

施設等の維持管理の計画・内容 ３０ １９ 

年間事業計画の理念・内容 １２ ９ 

団体独自の発想に基づく提案(スポ

ーツ振興事業及び提案事業) 
３０ ２１ 

管理に必要な人員等の配置 ２４ １２ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握

とその反映方法 
２４ １４ 

収支計画 ２４ １２ 

小 計 １８０ １１１ 

管理を行う能力  

内 

訳 
申請団体の経営状況 ２４ １８ 

組織・人員体制 １２ ９ 

雇用及び労働条件 １２ ７ 

申請団体の事業実績 １２ １１ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管

理等の体制 
２４ ２０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 １２ ８ 

公共性への取組 １２ ８ 

法令等の遵守 １２ ６ 

小 計 １２０ ８７ 

小 計 ３００ １９８ 

経費削減に対する評価 １５ ０ 

合 計 ３１５ １９８ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、１５０



 

 

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、６２．８

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



議案第１３２号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

相模原北公園(スポーツ広場を除く。)、道保川公園、相模原麻溝公園(競技場、

動物広場及びスポーツ広場を除く。)及び相模大野中央公園 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

  名 称 麻溝公園グループ運営共同企業体 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原北公園(スポーツ広場を除く。)、道保川公園、相模原麻溝公園(競技場、

動物広場及びスポーツ広場を除く。)及び相模大野中央公園の指定管理者を指定

いたしたく、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定

により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１３２号関係資料(その１) 

 

麻溝公園グループ運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市都市整備公社 

相模原市南区麻溝台２３１７番地１ 

公益財団法人相模原市みどりの協会 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模

原市都市整備公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

公益財団法人相模

原市みどりの協会 

平成４年８月１９日  設立 

平成２３年６月１日  公益財団法人に移行 

※ 公益財団法人相模原市都市整備公社及び公益財団法人相模原市みどりの協

会は、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市都市整

備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 

３ 規模  

構成員 職員数等 基本財産 

公益財団法人相模原市

都市整備公社 

役 員      １１名 

職 員     １２７名 

２，０００千円 

公益財団法人相模原市

みどりの協会 

役 員    １０名 

職 員      ２１名 

２０４，５７０千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備 



公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備

に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

 オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

公益財団法人相

模原市みどりの

協会 

ア 緑化意識の普及啓発に関する事業 

イ 都市緑化の推進に関する事業 

ウ みどりの情報発信に関する事業 

エ みどりのまちづくり担い手育成・支援に関する事業 

オ 森づくりの推進及び保全に関する事業 

カ 公園施設等の管理運営 

キ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 横山公園、鹿沼公園及び小山公園の指定管理者(平成

１８年４月から現在に至る。) 

イ 淵野辺公園(アイススケート場、水泳プール及びトレ

ーニング室を除く。)、相模台公園、古淵鵜野森公園及

び相模原市立相模原球場の指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。) 

ウ 淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレー

ニング室の指定管理者(平成１８年６月から現在に至

る。) 

エ 大野台南テニスコートの指定管理者(平成２１年４月

から現在に至る。) 

オ 津久井又野公園、相模湖林間公園、小倉テニスコー

ト、小倉プール、名倉グラウンド及びふじのマレットゴ

ルフ場の指定管理者(平成２１年４月から現在に至る。) 

※ イからオまでについては、共同企業体の構成員として

の指定管理者(イについては平成２１年４月から、ウに



ついては同年６月から) 

公益財団法人相

模原市みどりの

協会 

相模原麻溝公園(競技場、動物広場及びスポーツ広場を

除く。)及び相模原北公園(スポーツ広場を除く。)の指定

管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１３２号関係資料(その２) 

 

相模原北公園(スポーツ広場を除く。)、道保川公園、相模原麻溝公園

(競技場、動物広場及びスポーツ広場を除く。)及び相模大野中央公園の

指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  麻溝公園グループ運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理者と

して選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月３１日から同年７月２日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年７月２日(参加数 ３団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２３日から同年８月２３日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原北公園、道保川公園、相模原麻

溝公園及び相模大野中央公園に係る指定管理者選考委員会(以下「選考委員

会」という。)において、各選考委員が評価基準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(団体職員１名、大学教授１名、公認会計士１名、

市職員１名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 



（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ４０ ３２ 

市民サービス水準の確保と向上 ４０ ３４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３４ 

年間事業計画の理念・内容 ６０ ４４ 

団体独自の発想に基づく提案(提案

事業) 
４０  ３２ 

管理に必要な人員等の配置 ４０  ２４ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ２０  １３ 

収支計画  ６０  ３６ 

小 計 ３４０ ２４９ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ４０  ４０ 

組織・人員体制  ２０  １３ 

雇用及び労働条件  ２０  １３ 

申請団体の事業実績  ２０ １４ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管

理等の体制 
 ４０ ２６ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０  １３ 

公共性・公平性への取組  ２０  １６ 

法令等の遵守  ２０  １４ 

小 計 ２００ １４９ 

小 計 ５４０ ３９８ 

経費削減に対する評価 ２７ ０ 

合 計 ５６７ ３９８ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 



     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、７０．１

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 

 



 

 

議案第１３３号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原麻溝公園動物広場 

２ 指定管理者 

所在地 東京都渋谷区代々木神園町３丁目１番地国立オリンピック記念青少年

総合センター内 

  名 称 公益財団法人ハーモニィセンター 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原麻溝公園動物広場の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２

年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



 

 

議案第１３３号関係資料(その１) 

 

公益財団法人ハーモニィセンターの概要 

 

１ 設立年月日等 

昭和５１年１２月２３日 設立 

平成２５年４月１日 公益財団法人に移行 

２ 規模 

（１）職員数等 役員６名、職員６９名  

（２）基本財産 ２０，０００，０００円 

３ 事業概要等 

（１）事業概要 

ア ポニークラブ、子ども動物広場、牧場等の運営及び受託管理 

イ 川べり牧場学校、指導者養成学校等の運営及び受託管理 

ウ 教育、福祉、医療等の現場におけるポニー乗馬の普及 

エ 川べり環境の整備及び活用の推進 

オ 国際文化交流、技能実習生受入れ等の推進 

カ 社会教育に関する調査研究の推進及び研究成果の普及 

キ 新聞、雑誌、図書等の刊行及び電子媒体による情報発信 

ク その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

ア 相模原麻溝公園動物広場の指定管理者(平成１８年４月から現在に至る。) 

イ 目黒区立碑文谷公園ポニー園の指定管理者(平成１８年４月から現在に至

る。) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第１３３号関係資料(その２) 

 

   相模原麻溝公園動物広場の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  公益財団法人ハーモニィセンター(以下「候補団体」という。)を指定管理者と

して選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超える合計得点(得点

内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準をおおむね満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価

したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月３１日から同年７月１日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年７月１日(参加数 １団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２３日から同年８月２３日まで(申請数 １

団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原麻溝公園動物広場に係る指定管

理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基

準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(団体職員１名、大学講師１名、公認会計士１名、

市職員１名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に



 

 

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ４０ ３４ 

市民サービス水準の確保と向上 ４０ ３０ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ２６ 

年間事業計画の理念・内容 ６０ ５２ 

団体独自の発想に基づく提案(提案

事業) 
４０  ４０ 

管理に必要な人員等の配置 ４０  ３０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ２０  １２ 

収支計画  ６０  ２０ 

小 計 ３４０ ２４４ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ４０  ３０ 

組織・人員体制  ２０  １１ 

雇用及び労働条件  ２０  １１ 

申請団体の事業実績  ２０ １５ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管

理等の体制 
 ４０ ２６ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０  １０ 

公共性・公平性への取組  ２０  １３ 

法令等の遵守  ２０  １１ 

小 計 ２００ １２７ 

小 計 ５４０ ３７１ 

経費削減に対する評価 ２７ １ 

合 計 ５６７ ３７２ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２５０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合



 

 

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、６５．６

点(小数点以下１位未満切捨て)である。 



 

 

議案第１３４号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  峰山霊園及び柴胡が原霊園 

２ 指定管理者 

  所在地 東京都港区三田４丁目７番２７号 

  名 称 日比谷アメニス・葬務事業振興会共同事業体 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

峰山霊園及び柴胡が原霊園の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和

２２年法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



 

 

議案第１３４号関係資料(その１) 

 

日比谷アメニス・葬務事業振興会共同事業体の概要 

 

１ 構成員 

東京都港区三田４丁目７番２７号 

株式会社日比谷アメニス 

東京都港区港南２丁目１５番１号品川インターシティーＡ棟２８Ｆ 

一般財団法人葬務事業振興会 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

株式会社日比谷ア

メニス 

昭和４６年１０月１日 設立 

平成３年７月１日   株式会社日比谷花壇造園土木か           

ら株式会社日比谷アメニスに改

称            

一般財団法人葬務

事業振興会 

平成２５年４月１日  設立 

３ 規模  

構成員 従業員数等 資本金等 

株式会社日比谷アメニ

ス 

役 員      １３名 

従業員     ３２４名 

資本金 

３００，０００千円 

一般財団法人葬務事業

振興会 

役 員      ４名 

従業員     ４名 

基本財産 

１０，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 ア 造園土木、一般土木及び建築工事 

イ ゴルフ場建設及び各種競技場工事 

ウ 遊園器具及び体育器具設置工事 

エ 上記各工事に関連する設計監理、鑑定及び製作販売業

務 



 

 

 

株式会社日比谷

アメニス 

オ 観光施設、スポーツ施設、公園及び道路の経営及び受

託運営 

カ 観光施設、スポーツ施設、公園及び道路の経営及び受

託運営に関するコンサルタント 

キ 生花及び商品の企画、開発、販売及びコンサルタント 

ク 各種イベントの企画、実施及びコンサルタント 

ケ 売店、喫茶及びレストランの運営に関する業務 

コ 広報及びプロモーションに関する企画及びコンテンツ

製作に関する業務 

サ アからコまでに附帯する一切の業務 

一般財団法人葬

務事業振興会 

ア 墓地・納骨堂・火葬場等の開設及び運営又は施設管理 

イ 墓地移転補償調査 

ウ 公営墓地の調査及び助言又は支援 

エ 民営霊園の経営補助業務 

オ 葬祭施設に関する出版物等の電子媒体に関する販売 

カ 公営墓地の指定管理者制度導入推進活動 

キ 災害等による墓地・納骨堂・火葬場施設の調査及び復

興支援 

ク その他本法人の目的を達成するために必要な事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

 

 

 

 

株式会社日比谷

アメニス 

ア 神奈川県おだわら諏訪の原公園の指定管理者(平成

２１年４月から現在に至る。) 

イ 小田原市こどもの森公園わんぱくらんどの指定管理者

(平成２２年４月から現在に至る。) 

ウ 東京都尾久の原公園の指定管理者(平成２３年４月か

ら現在に至る。) 

エ 東京都汐入
しおいり

公園の指定管理者(平成２３年４月から現

在に至る。) 

オ 東京都中川公園の指定管理者(平成２３年４月から現

在に至る。) 



 

 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

一般財団法人葬

務事業振興会 

民営墓地の管理受託業務 

ア メモリアル富士見霊園(平塚市。平成２５年４月から

現在に至る。) 

イ 夢見ヶ崎霊園(川崎市。平成２５年４月から現在に至

る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

議案第１３４号関係資料(その２) 

 

   峰山霊園及び柴胡が原霊園の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  日比谷アメニス・葬務事業振興会共同事業体(以下「候補団体」という。)を指

定管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準をおおむね満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価

したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月３１日から同年７月１日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年７月１日(参加数 ７団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２３日から同年８月２３日まで(申請数 ２

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

市営霊園運営共同企業体 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

（４）選考 

平成２５年１０月７日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市営霊園指定管理者選考委員

会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準に基づき採

点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(団体職員２名、公認会計士１名、市職員１名) 



 

 

計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  ４０ ２４ 

利用者サービス水準の確保と向上 ４０ ２４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ２４ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ １８ 

団体独自の発想に基づく提案(提案

事業) 
 ４０ ２２ 

管理に必要な人員の配置 ４０ １６ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握  ２０ １６ 

収支計画  ６０ ２８ 

小 計 ３２０ １７２ 

管理を行う能力  

内 

訳 
申請団体の経営状況  ４０ ２０ 

組織・人員体制  ２０ １４ 

雇用及び労働条件  ２０ ８ 

申請団体の事業実績 ２０ １０ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管

理等の体制 
４０ １８ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ６０ ３２ 

公共性・非営利性への取組  ６０ ４０ 

法令等の遵守  ２０ １０ 

小 計  ２８０ １５２ 

小 計 ６００ ３２４ 

経費削減に対する評価 ３０ １２ 

合 計 ６３０ ３３６ 

    備考 



 

 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２７０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

市営霊園運営共同企業体 

評価基準に基づく評価 ３２９ 

経費削減に対する評価 ０ 

合 計 ３２９ 

（ウ）申請のあった２団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

日比谷アメニス・葬務事業振興会共同事業体 ５３．３ 

市営霊園運営共同企業体 ５２．２ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 

 



議案第１３５号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市市営住宅 

２ 指定管理者 

  所在地 相模原市中央区相模原４丁目７番１０号エス・プラザビル１Ｆ 

  名 称 共同企業体ウイッツ 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市市営住宅の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法

律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１３５号関係資料(その１) 

 

共同企業体ウイッツの概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区相模原４丁目７番１０号エス・プラザビル１Ｆ 

株式会社ウイッツコミュニティ 

相模原市中央区矢部１丁目１４番１号 

株式会社相模ダイワ 

東京都千代田区神田淡路町２丁目１０１番地 

株式会社日立ビルシステム 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

株式会社ウイッツ

コミュニティ 

平成３年２月２８日  設立 

平成１４年１０月１日 株式会社アポロコミュニティか

ら株式会社ウイッツコミュニテ

ィに改称 

株式会社相模ダイ

ワ 

昭和４８年７月４日  設立 

 

株式会社日立ビル

システム 

昭和３１年１０月１日 設立 

平成８年１０月１日  株式会社日立ビルシステムサー

ビスから株式会社日立ビルシス

テムに改称 

３ 規模  

構成員 従業員数等 資本金 

株式会社ウイッツコミ

ュニティ 

役 員       ５名 

従業員     １５５名 

５０，０００千円 

株式会社相模ダイワ 
役 員      ５名 

従業員      ３１名 

１０，０００千円 

株式会社日立ビルシス

テム 

役 員     １９名 

従業員 ６，６４９名 

５，１０５，０９１千円 



４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

株式会社ウイッ

ツコミュニティ 

ア ビル清掃業及びビル警備 

イ 建物管理業 

ウ 建物美装及び建物総合清掃 

エ 電気工事及び電気設備保守 

オ 消防施設工事 

カ 営繕工事、管工事及び建築工事 

キ 建築資材、建物清掃用機械器具及び消耗品の販売 

ク 浄化槽保守 

ケ 貯水槽清掃及び保守 

コ 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介 

株式会社相模ダ

イワ 

ア 住宅及びこれに附属する設備並びに製品の販売及び施

工 

イ 仮設建築物の製造、施工及び販売 

ウ 宅地建物取引業 

エ 建築設計業務 

オ 損害保険代理業及び自動車保険代理業 

カ アからオまでに附帯する一切の業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社日立ビ

ルシステム 

ア エレベーター、エスカレーター、駐車場設備、冷凍空

調装置、電気設備、自動ドアその他ビル設備に必要な機

器の製造、販売、据付け、保守、改造修理、更新及び設

計 

イ 各種ビル設備の監視及び制御並びにビル管理 

ウ 土木及び建築工事業 

エ 冷凍空調装置並びにそれらの運転制御盤、遠隔監視装

置及び冷媒回収装置の製造 

オ 建築物の設計及び監理 

カ ビル設備機器、防犯・防災機器及び駐車場設備の賃貸

及びリース 



キ 不動産賃貸業 

ク データベース、ダイレクトメール、テレマーケティン

グ及びインターネットを構成要素とするダイレクトマー

ケティング手法を用いたセールスプロモーションの企

画・立案・実践代行並びに各種市場調査 

ケ 損害保険代理店業 

コ 貨物利用運送事業 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

株式会社ウイッ

ツコミュニティ 

ア 相模原市市営住宅(３４施設)の指定管理者(平成１８

年４月から平成２１年３月まで) 

イ 相模原市市営住宅(大野台住宅)の指定管理者(平成１９

年４月から平成２１年３月まで) 

ウ 相模原市市営住宅(７０施設)の指定管理者(平成２１

年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市市営住宅(南台団地)の指定管理者(平成２２

年４月から現在に至る。) 

オ 相模原市市営住宅(並木団地)の指定管理者(平成２３

年４月から現在に至る。) 

カ 相模原市市営住宅(内郷住宅)の指定管理者(平成２３

年１２月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 

 

 

 

 

株式会社相模ダ

イワ 

ア 相模原市市営住宅(３４施設)の指定管理者(平成１８

年４月から平成２１年３月まで) 

イ 相模原市市営住宅(大野台住宅)の指定管理者(平成１９

年４月から平成２１年３月まで) 

ウ 相模原市市営住宅(７０施設)の指定管理者(平成２１

年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市市営住宅(南台団地)の指定管理者(平成２２

年４月から現在に至る。) 

オ 相模原市市営住宅(並木団地)の指定管理者(平成２３



年４月から現在に至る。) 

カ 相模原市市営住宅(内郷住宅)の指定管理者(平成２３

年１２月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

株式会社日立ビ

ルシステム 

ア 相模原市市営住宅(３４施設)の指定管理者(平成１８

年４月から平成２１年３月まで) 

イ 相模原市市営住宅(大野台住宅)の指定管理者(平成１９

年４月から平成２１年３月まで) 

ウ 相模原市市営住宅(７０施設)の指定管理者(平成２１

年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市市営住宅(南台団地)の指定管理者(平成２２

年４月から現在に至る。) 

オ 相模原市市営住宅(並木団地)の指定管理者(平成２３

年４月から現在に至る。) 

カ 相模原市市営住宅(内郷住宅)の指定管理者(平成２３

年１２月から現在に至る。) 

※ いずれも共同企業体の構成員としての指定管理者 

 



議案第１３５号関係資料(その２) 

 

   相模原市市営住宅の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  共同企業体ウイッツ(以下「候補団体」という。)を指定管理者として選考した

理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、高い合計

得点(得点内容は、２(３)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月２０日から同年６月２４日まで 

イ 説明会 平成２５年６月２４日(参加数 ４団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月８日から同年８月９日まで(申請数 １団体) 

（３）選考 

平成２５年１０月４日に、申請のあった団体による提案説明会を公開で実施

し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市市営住宅指定管理者選考委員

会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準に基づき採

点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成 

委員長(市職員)及び委員(相模原市住宅審議会委員２名、公認会計士１名、

市職員１名) 計５名 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員５名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

 



評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本的な理念、方

針等 
 ２０ １９ 

入居者サービス水準の確保及び向上 ５０ ３２ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ３２ 

年間事業計画の理念・内容 ４０ ３０ 

団体独自の発想に基づく提案  ４０ ３６ 

管理に必要な人員の配置 ４０ ３０ 

入居者満足度・入居者ニーズの把握  ４０ ２８ 

収支計画  ４０ ２８ 

小 計 ３１０ ２３５ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ３０ ３０ 

組織・人員体制  ２０ １６ 

雇用及び労働条件  ２０ １５ 

申請団体の事業実績 ２０ １６ 

施設の安全・衛生管理等の体制 ４０ ３２ 

個人情報保護及び情報公開の体制  ２０ １６ 

公共性への取組  ２０ １８ 

法令等の遵守  ２０ １６ 

小 計  １９０ １５９ 

小 計 ５００ ３９４ 

経費削減に対する評価 ２５ ２ 

合 計 ５２５ ３９６ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２４０

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点は、７５．４



点(小数点以下１位未満切捨て)である。 

 



議案第１３６号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館、相模原北公園スポーツ広場

及び相模原市体育館 

２ 指定管理者 

所在地 相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

名 称 総合体育館グループ運営共同企業体 

３ 指定の期間 

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館、相模原北公園スポーツ広場

及び相模原市体育館の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年法

律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 

 



議案第１３６号関係資料(その１) 

 

総合体育館グループ運営共同企業体の概要 

 

１ 構成員 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

公益財団法人相模原市都市整備公社 

川崎市幸区堀川町５８０番地 

株式会社明治スポーツプラザ 

東京都江東区大島１丁目９番８号 

株式会社フクシ・エンタープライズ 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

公益財団法人相模

原市都市整備公社 

昭和３７年６月１４日 設立 

昭和４９年４月１日  財団法人相模原市開発公社から

財団法人相模原市都市整備公社

に改称 

平成２３年４月１日  公益財団法人に移行 

株式会社明治スポ

ーツプラザ 

平成２年７月５日   設立 

株式会社フクシ・

エンタープライズ 

昭和５８年４月２７日 設立 

※ 公益財団法人相模原市都市整備公社は、公益財団法人相模原市みどりの協

会との間で、平成２６年４月１日を効力発生日とし、公益財団法人相模原市

都市整備公社を存続法人とする吸収合併に係る合併契約書を締結している。 

３ 規模  

構成員 職員数等 基本財産等 

公益財団法人相模原市

都市整備公社 

役 員      １１名 

職 員     １２７名 

基本財産 

２，０００千円 

株式会社明治スポーツ

プラザ 

役 員      ９名 

従業員     ２１９名 

資本金 

１，３７５，９５５千円 



株式会社フクシ・エン 役 員      ８名 資本金 

タープライズ 従業員   ７５０名 ３０，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 都市施設その他の都市環境の形成に必要な施設の整備

に関する事業 

イ 都市施設その他の都市環境の形成に必要な用地の整備

に関する事業 

ウ 都市機能の維持及び増進に関する事業 

エ 豊かな市民生活の形成及び地域の振興に関する事業 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

株式会社明治ス

ポーツプラザ 

ア プール、ジム、スタジオ、ゴルフ練習場等のスポーツ

施設・レジャー施設の経営 

イ スポーツ施設・レジャー施設及びその経営に関するコ

ンサルタント業務 

ウ スポーツ施設・レジャー施設の管理受託業務 

エ 運動プログラムの提供及び指導 

オ 食堂喫茶の経営 

カ 各種菓子及び牛乳、乳製品、清涼飲料水等の食料品の

販売 

キ スポーツ用品、旅行用バック等のレジャー用品、書籍

及び日用雑貨の販売 

ク スポーツトレーニング器具類の販売 

ケ 不動産の賃貸及び管理 

コ アからケまでの業務に関連又は附随する事業 

 

ア 各種スポーツ施設(プール、トレーニング室、体育

館、グラウンド、温浴施設等)の管理・運営 

イ スポーツ施設に関するコンサルティング業務 

ウ 各種スポーツ教室・講習会の企画・指導 

エ 競技会の企画・運営及びレクリエーション活動各種の 



株 式 会 社 フ ク

シ・エンタープ

ライズ 

指導 

オ 各種スポーツ用品及び用具の販売 

カ 運動機器等の保守点検業務 

キ 警備業(受付・電話交換業務を含む。) 

ク 各種イベント企画・運営 

ケ 道路・公園・建築物の清掃 

コ 建物設備(エレベーター・電気・冷暖房機器・冷凍

機・空調設備)の保守・点検 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

公益財団法人相

模原市都市整備

公社 

ア 相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館及び

相模原北公園スポーツ広場の指定管理者(平成１８年４

月から現在に至る。) 

イ 相模原市体育館の指定管理者(平成１８年４月から現

在に至る。) 

ウ 相模原市立市民健康文化センターの指定管理者(平成

１８年４月から現在に至る。) 

エ 相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者(平

成１８年４月から現在に至る。) 

※ エについては、共同企業体の構成員としての指定管理

者(平成２１年４月から) 

株式会社明治ス

ポーツプラザ 

ア 川崎市幸スポーツセンターの指定管理者(平成１８年

４月から現在に至る。) 

イ 川崎市石川記念武道館の指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。) 

ウ 木更津市健康増進センターの指定管理者(平成１９年

４月から現在に至る。) 

エ 川崎市堤根余熱利用市民施設及び川崎市王禅寺余熱利

用市民施設の指定管理者(平成２１年４月から現在に至

る。) 

 ア 相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者(平 



 

 

 

株 式 会 社 フ ク

シ・エンタープ

ライズ 

成２１年４月から現在に至る。) 

イ 長野市営真島総合スポーツアリーナの指定管理者(平

成１８年４月から現在に至る。) 

ウ 足立区立千寿本町小学校温水プールの指定管理者(平

成２１年４月から現在に至る。) 

エ 大田区立東調布公園水泳場の指定管理者(平成２４年

４月から現在に至る。) 

※ ア、ウ及びエについては、共同企業体の構成員として

の指定管理者 

 



議案第１３６号関係資料(その２) 

 

   相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館、相模原北公園スポー 

ツ広場及び相模原市体育館の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  総合体育館グループ運営共同企業体(以下「候補団体」という。)を指定管理者

として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月３１日から同年７月１日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年７月１日(参加数 ９団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２３日から同年８月２３日まで(申請数 ２

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体    

名  称 所 在 地 

株式会社セイウン 
埼玉県さいたま市桜区田島９丁目３１番１

号 

（４）選考 

平成２５年１０月８日に、申請のあった２団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立総合体育館、相模原市立

北総合体育館、相模原北公園スポーツ広場及び相模原市体育館に係る指定管理

者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基準

に基づき採点を行った。 



  ア 選考委員会の委員の構成等 

委員長(市職員)及び委員(相模原市スポーツ推進審議会委員１名、公認会

計士１名、有識者１名、市職員１名) 計５名(うち１名欠席) 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員４名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  １６ １５ 

市民サービス水準の確保と向上 ３２ ２４ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ２８ 

年間事業計画の理念・内容 １６ １１ 

団体独自の発想に基づく提案(スポ

ーツ振興事業及び提案事業) 
 ４０ ３１ 

管理に必要な人員等の配置 ３２ ２０ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握

とその反映方法 
 ３２ ２０ 

収支計画  ３２ １６ 

小 計 ２４０ １６５ 

管理を行う能力  

内 

訳 

申請団体の経営状況  ３２ ２４ 

組織・人員体制  １６ １２ 

雇用及び労働条件  １６ １１ 

申請団体の事業実績 １６ １６ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管

理等の体制 
 ３２ ２０ 

個人情報保護及び情報公開の体制 １６ １０ 

公共性への取組 １６ １１ 

法令等の遵守 １６ １３ 

小 計  １６０ １１７ 

小 計 ４００ ２８２ 



経費削減に対する評価 ２０ ０ 

合 計 ４２０ ２８２ 

備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２００

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

株式会社セイウン 

評価基準に基づく評価 ２５２ 

経費削減に対する評価 １０ 

合 計 ２６２ 

  （ウ）申請のあった２団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

総合体育館グループ運営共同企業体 ６７．１ 

株式会社セイウン ６２．３ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 



議案第１３７号 

 

指定管理者の指定について 

次のとおり、指定管理者を指定する。 

 

平成２５年１１月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

１ 管理を行わせる施設の名称 

  相模原市立総合水泳場 

２ 指定管理者 

  所在地 静岡県静岡市葵区鷹匠２丁目２３番９号 

  名 称 静岡ビル保善・コナミスポーツ＆ライフグループ 

３ 指定の期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

提案の理由 

  相模原市立総合水泳場の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法(昭和２２年

法律第６７号)第２４４条の２第６項の規定により提案するものである。 

 

 

 



議案第１３７号関係資料(その１) 

 

静岡ビル保善・コナミスポーツ＆ライフグループの概要 

 

１ 構成員 

静岡県静岡市葵区鷹匠２丁目２３番９号 

静岡ビル保善株式会社 

東京都品川区東品川４丁目１０番１号 

株式会社コナミスポーツ＆ライフ 

２ 設立年月日等 

構成員 設立年月日等 

静岡ビル保善株式

会社 

昭和４１年５月２日  設立 

株式会社コナミス

ポーツ＆ライフ 

昭和４８年３月１４日 設立 

平成１８年３月３１日 コナミスポーツ株式会社から株

式会社コナミスポーツ＆ライフ

に改称 

３ 規模  

構成員 従業員数等 資本金 

静岡ビル保善株式会社 
役 員       ６名 

従業員     ７５０名 

２０，０００千円 

株式会社コナミスポー

ツ＆ライフ 

役 員      ８名 

従業員 ４，９８２名 

１３，０００，０００千円 

４ 事業概要等 

（１）事業概要 

構成員 事業概要 

 ア 不動産管理業 

 

 

静岡ビル保善株 

イ 清掃業 

ウ 清掃用品の製造販売 

エ 建築物及び附帯施設の維持管理 

式会社 オ 建築物の各種設備機器の点検・保守・管理 



カ 警備業 

 キ 建築工事業 

ク 電気工事業 

ケ 損害保険代理店業 

コ 飲食店業 

株式会社コナミ

スポーツ＆ライ

フ 

ア スポーツ施設、遊戯場施設及び宿泊施設の経営 

イ スポーツ教室、カルチャースクール、託児施設及び有

料老人ホームの経営 

ウ スポーツ、健康、文化等に関する情報提供及び指導 

エ レストラン、飲食店及び喫茶店の経営 

オ 各種スポーツ指導者の養成及びあっせん 

カ 温泉浴場施設及びサウナ風呂の経営 

キ 各種スポーツの催物、コンサート、映画・ビデオの鑑

賞会、商品展示会、産業技術競技会、室内外講習会及び

スポーツツアーの企画及び運営 

ク 広告宣伝の企画、展示及び装飾 

ケ 一般雑誌、書籍及び会員情報誌の編集及び出版 

コ 音楽・音声・映像のソフトウェアの企画、制作、配

給、販売及び輸出入 

（２）公共的施設の主な管理実績 

構成員 管理実績 

静岡ビル保善株

式会社 

ア 相模原市立総合水泳場の指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。) 

イ 静岡県富士水泳場の指定管理者(平成１７年４月から

現在に至る。) 

ウ 浜松市新橋体育センターの指定管理者(平成１８年４

月から現在に至る。) 

※ ウについては、共同企業体の構成員としての指定管理

者 

 

 

ア 墨田区両国屋内プールの指定管理者(平成１８年４月

から現在に至る。) 



株式会社コナミ

スポーツ＆ライ

フ 

 

 

イ 横浜国際プールの指定管理者(平成２３年４月から現

在に至る。) 

ウ 兵庫県立総合体育館の指定管理者(平成２４年４月か

ら現在に至る。) 

※ イ及びウについては、共同企業体の構成員としての指

定管理者 

 



議案第１３７号関係資料(その２) 

 

   相模原市立総合水泳場の指定管理者の選考について 

 

１ 選考理由 

  静岡ビル保善・コナミスポーツ＆ライフグループ(以下「候補団体」という。)

を指定管理者として選考した理由は、次のとおりである。 

（１）評価基準に基づき採点を行った結果、最低基準得点を超え、かつ、最も高い

合計得点(得点内容は、２(４)イのとおり)を得たこと。 

（２）各評価項目において、施設設置目的に照らして適正な施設運営が行われる水

準を満たしており、かつ、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。 

（３）候補団体の経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できること。 

２ 選考までの経過 

（１）指定管理者となる要件 

   法人その他の団体 

（２）指定管理者の公募 

ア 募集要項の配布 平成２５年５月３１日から同年７月２日まで 

イ 説明会及び現地見学会 平成２５年７月２日(参加数 ３２団体) 

ウ 申請の受付 平成２５年７月２３日から同年８月２３日まで(申請数 ６

団体) 

（３）候補団体以外の申請団体 

名  称 所 在 地 

報徳・県水連・明治管財グル

ープ 

小田原市堀之内４５８番地 

相模原市体育協会水泳場グル

ープ 

相模原市中央区富士見６丁目６番２３号 

 

東急スポーツオアシス・東急

コミュニティー・日本水泳振

興会共同事業体 

東京都渋谷区道玄坂１丁目２１番２号 

ギオン・ティップネス・ＦＰＩ

・利恵産業共同事業体 

相模原市中央区南橋本１丁目５番１号 

 



三幸・東京ドームスポーツ共

同事業体 

東京都千代田区大手町２丁目６番２号 

（４）選考 

平成２５年１０月９日に、申請のあった６団体による提案説明会を公開で実

施し、それを踏まえ、引き続き開催された相模原市立総合水泳場に係る指定管

理者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、各選考委員が評価基

準に基づき採点を行った。 

  ア 選考委員会の委員の構成等 

委員長(市職員)及び委員(相模原市スポーツ推進審議会委員１名、公認会

計士１名、有識者１名、市職員１名) 計５名(うち１名欠席) 

  イ 評価基準・評価結果 

（ア）委員４名の候補団体に対する評価基準に基づく評価結果及び経費削減に

対する評価結果は、次のとおりである｡ 

評価項目 配点 得点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評
価
基
準
に
基
づ
く
評
価 

事業計画・収支予算  

内 

訳 

管理運営に対する基本方針、抱負等  １６ １６ 

市民サービス水準の確保と向上 ３２ ２８ 

施設等の維持管理の計画・内容 ４０ ２８ 

年間事業計画の理念・内容 １６ １１ 

団体独自の発想に基づく提案(スポ

ーツ振興事業及び提案事業) 
 ４０ ３１ 

管理に必要な人員等の配置と業務体

制 
３２ ２４ 

利用者満足度・利用者ニーズの把握

とその反映方法 
 ３２ ３０ 

収支計画  ３２ ２４ 

小 計 ２４０ １９２ 

管理を行う能力  

 

 

申請団体の経営状況  ３２ ３２ 

組織・人員体制  １６ １２ 

雇用及び労働条件  １６ ９ 



 

内 

訳 

申請団体の事業実績 １６ １６ 

施設の安全管理、衛生管理、危機管

理等の体制 
３２ ２４ 

個人情報保護及び情報公開の体制  １６ １０ 

公共性への取組  １６ １５ 

法令等の遵守  １６ １１ 

小 計  １６０ １２９ 

小 計 ４００ ３２１ 

経費削減に対する評価 ２０ ４ 

合 計 ４２０ ３２５ 

    備考 

     １ 評価基準に基づく評価の合計得点における最低基準得点は、２００

点とした。 

     ２ 経費削減に対する評価における配点は、評価基準に基づく評価の合

計得点の５パーセントとした。 

（イ）候補団体以外の申請団体の得点の合計は、次のとおりである。 

名  称 評価項目 得点 

報徳・県水連・明治管財グループ 

評価基準に基づく評価 ２７２ 

経費削減に対する評価 １０  

合 計 ２８２ 

相模原市体育協会水泳場グループ 

評価基準に基づく評価 ２７３ 

経費削減に対する評価 ０  

合 計 ２７３ 

東急スポーツオアシス・東急コミ

ュニティー・日本水泳振興会共同

事業体 

評価基準に基づく評価 ２６９ 

経費削減に対する評価 ２  

合 計 ２７１ 

ギオン・ティップネス・ＦＰＩ・

利恵産業共同事業体 

評価基準に基づく評価 ２５８ 

経費削減に対する評価 １  

合 計 ２５９ 

三幸・東京ドームスポーツ共同事 評価基準に基づく評価 ２４５ 

業体 経費削減に対する評価 ６  



 合 計 ２５１ 

（ウ）申請のあった６団体の得点の合計を１００点満点に換算した場合の得点

は、次のとおりである。 

名  称 得点 

静岡ビル保善・コナミスポーツ＆ライフグループ ７７．３ 

報徳・県水連・明治管財グループ ６７．１ 

相模原市体育協会水泳場グループ ６５．０ 

東急スポーツオアシス・東急コミュニティー・日本水泳振 

興会共同事業体 
６４．５ 

ギオン・ティップネス・ＦＰＩ・利恵産業共同事業体 ６１．６ 

三幸・東京ドームスポーツ共同事業体 ５９．７ 

    備考 小数点以下１位未満を切り捨てた。 


